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は し が き

伽 国際協力推進協会は,諸外国 とりわけ開発途上国へのかかわ りあいと理解

を深め,国際的視野に立って社会に寄与することを 目的 とし,開発途上国との

国際協力に関する優れた研究調査に対 し,学術奨励金の交付を行ってきている｡

58年度の応募件数は論文の部 13件,研究 プロジェク トの部 12件であ り,

これ らの応募論文および研究助成申請書は学術奨励金交付審査委員会において

厳正に審査された上,理事会-奨励金交付候補 として推薦 され,理事会はその

推薦 どお り交付者等を決定 した｡

ここに入選論文を印刷に付 し,その内容を発表 し,大方のご利用に供すると

ともに今後の国際協力の推進に役立つことを切に願 う次第である｡

なお,昭和 58年度の交付老および審査委員は次ページのとお りである｡
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個 別 評 価

｢プラン ト輸出における管理問題 と技術移転

｢- K社のACO2プロジェク トをケースに- ｣

柴 田 匡 平

プラン ト輸出に限 らず,海外でプロジェク トを行 う際の, 日本人 ･現地人 と

の関係,特に雇用者 ･被雇用者の関係における管理問題をテクノロジー ･トラ

ンスファーとい うよりは クロス ･カルチャーのマネジメン ト･トランスファー

とい う位置づけで,論者は, しっか りとした観察力をもって, アルジェ リアで

の経験を詳細に述べている｡ この種の資料がこれまで内部資料 として止 まって

いるケースが多いため,公表 されたものとしては新鮮味が感 じられる｡

しか しなが ら問題点 も多い｡ アルジェ リアでの一回の経験を述べているため

に,普遍化 ･一般化には無理が伴 うこと,総務担当者の目か ら見ているために,

個 々の事件には詳 しいが, トップ戦略,世界的視野 との関連が感 じられないこ

と, また論文の後半において具体的事象,経験,見聞が よく整理 されていない

まま論述 されてお り, マネジメン ト･トランスファーについての結論が竜頭蛇

尾になっている等々があげ られる｡今後の論者の普遍化 ･一般化-の努力が期

待される｡
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第 1章 プラント輸出の性格 と問題点

｢｣

第 1節 援助概念 と企業論考聖

海外協力には多 くの形態があ り,その狙いや効果 もさまざまである｡個人的

な善意に基づ く物資援助やボランティア活動に始 ま り,大規模な国家 プpジェ

ク トに対する二国間援助や,国際復興開発銀行 (世界銀行 )と地域開発銀行,

国際通貨基金,国際連合,経済協力開発機構など,多国間援助組織-の拠出を

通 じ行なわれる国家 レベルの貢献に至 るものまで,その種炉は多岐にわたる｡

この うち,借款による援助 とは,何 らかのプランをもちなが らも,それを遂

行する金融的 ･人的 ･技術的資源を有 しない発展途上国に対 し,先進国が,国

際金融市場において資金を調達するよりも緩やかな条件で資金を貸 し付けある

いは供与することだと見なす ことができる｡ したがってこの時点では所謂資本

主義の論理は貫徹せず, また逆にそれ こそが ｢援助｣たる所以にはかならない｡

しか し, こうして資金を入手 した発展途上国が自国のプランを実現 しようとす

るに至 り, まさに資本主義の論理に沿って行動する企業組織が,経済開発 とい

う人炉の壮大な試みのなかに立ち現われるのである｡

何 らかの援助パ ッケージにプロジェク トが盛 り込 まれる場合,施工を通 じて

実際の技術移転の主体になるプラン ト･サプライヤーの果たす役割は大 きい｡

しか し,個 々の企業にとってほ,各々のプロジェク トの採算性 こそが問題なの

であ り,それが ｢援助｣であるとい う理由だけでは,赤字が予想 され るような

プロジェク トに敢えて応札する動棟にはならない｡ このことは,単にプラン ト

メーカーのみならず,あらゆる私企業が具備 している当然の行動規範であるが,

これ まであま り問題にはされていない｡

不採算 とい う理由で企業が手を引き,そのために開発 プログラムが頓挫 し,
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あるいは企業の撤退が外貨準備に悪影響を及ぼ した結果,食料輸入に困難が生

じてついに政情不安にまで至 った発展途上国は少な くない｡ この点ではプラン

トメーカー群 よりも,国際金融の主体である民間銀行,所謂ユー ロバ ンクに,

｢援助｣の概念 と相反する企業論理の典型を見ることができる｡ ブレトン ･ウ

ッズ体制の崩壊 とオイル ･ショックの影響が全世界に波及 した 1970年代中

頃には,産油国の預けた膨大なオイル ･マネーの貸 し付けに苦慮 したこれ らの

銀行は, メキシコ, ブラジルなどの中進国や,天然資源の豊富なザイールなど

一部の低所得国に積極的な融資 ラッシュをかけ,第三世界の対外累積債務高は

急増 した｡ ところがその後,債務繰 り延べや借 り換え交渉が頻発 して所謂 カン

トリー リスク問題が顕在化するや否や, これ らの銀行群は相次いで第三世界へ

の融資から手を引 き始めた｡その結果 としてデフォル トの危険は一層増大 し,

世界銀行, IMFなど公的ベースによる信用供与能力の拡大が喫緊の課題 とし

て要請 される現状 となった｡だが企業論理の立場からすれば, ユー ロバ ンクが

｢危ない国｣-の融資継続に慎重になるのは,む しろ当然すぎるほど当然の選

択である｡貸付先あるいは進出先が発展途上国であろ うと西側先進諸国であろ

ぅと,採算 ･不採算が企業の行動を決定する最大要因であるにすぎなし(,12

本稿は,経済開発に貢献するとい う枠組みの中で,採算性を追求する企業が

直面する諸問題を, プラソ ト輸出を例にとって,実証的に明らかに しようとす

るものである｡事例 としてほ, 日本の代表的 プラン ト･メーカーのひとつであ

るⅩ社が 1977年から1981年にかけて北 アフリカのアルジェ リア民主人

民共和国で施工 した製鉄 プラン ト･プロジェク ト(略称ACO2)を取 り上げ

る｡

第 2節 海外7oラン ト建設における企業課題

海外におけるプラン ト建設の実際については, さまざまの レポー トがあるい

は公表され,あるいは社内資料 として作成 されてきた｡本節では海外 プラン ト

建設工事を素材に してプロジェク ト型海外進出における企業の課題をい くつか
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列挙する｡

これまで海外 プラソ ト工事の実際に関 し公表された文献は多 くない｡い くつ

かの業界誌や専門誌にはプロジェク ト経験者が体験談を寄せているが,現地国

の風土の紹介と苦労話にとどまる程度の記事が多い｡ これ らの雑誌にはアルジ

ェリア, ブラジル,イ ン ドネシアなどの国々での鉄鋼,化学,肥料 プラン トや,

交通 システム関係のプロジェク トが紹介されている｡ しか しこれ らの記事はプ

ロジェク トの概要には触れているものの,各 プロジェク トの所在国や内容に個

別的に付随するさまざまの問題点や改善するべき点についての秩序立 った記述

はあま り見 られず,む しろある意味では簡略な地誌にとどまっていることが多

い｡

一方, プラン ト関係の実務書には,引き合いから操業指導に至 るまでに必要

とされる種 々の法律 ･財務手続 きが総論的に述べ られてはいるものの,海外 プ

ラソ ト建設にとり最 も重要な コス ト決定要因のひとつである現場労務管理や各

国別の対応 ノウ-ウ,いわば各論がなおざ りにされている｡実際の現地工事で

発生する実に多種の トラブルや対応策を体系化することは難 しい｡ ジェ トロは

各国別の労働管理状況をまとめて 『わが国海外進出企業の労働管理問題 』シ リ

ーズを発刊 しているが, このシリーズでは主に現地法人がらみの労働問題を扱

ってお り,短期集中型でや り直 しのできないプロジェク ト型海外進出において,

日本人 と現地人の渡 り職人や労務者をいかに活用するか とい う課題に割いてあ

るスペースは小 さい｡ また ヨーロッパや米合衆国のように, 日本企業の現地法

人が多い国で必ず しもプラン ト商談が活発なわけではな く,資料 の制約 もあっ

て特に発展途上国における現地労働力の管理問題は手薄な分野である0

したがって,管理に付随す る諸問題を扱った文献 として残 るのは, プラン ト

関連各社の社内 レポー トやマニュアルの類 とい うことになる｡ しか しこれ らの

レポー トの実態は明らかではなく,またそのアクセスにはしばしは困難が伴 う｡そ

れは,必ず しもこれ らの レポー トが社内秘 とされるせいではない｡海外プラン

ト工事では, さまざまの部局か ら人材を集めてプロジェク ト･チームを編成す

るのが普通だが, プロジェク ト遂行後はこれ らの要員はもとの部局に復帰する
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ことになる｡そ して彼 らの手になる レポー ト類は, い くつかは社内報 などで活

字化 されサーキュ レー トされ るものもあるが,大部分は所属部局のファイルに綴

じ込 まれ,社内のあちこちに分散 されたままで死蔵 されてしまうためである｡そ

のため, ひとつの過去に行なわれた プロジェク トに関す るすべての レポー トを

収集 し,その全容を再現す るのほ極めて困難である｡

だが実際には, プロジェク ト型海外進 出に固有の問題点が数多 く存在す るこ

とは疑いない｡

第一に, プラン トの現地工事に特有の種 々のカン トリー リス ク問題がある｡

見積 も りの段階では予期 しない コス トが発生 した結果 として不採算に追い込 ま

れ る例は IJPC問題に典型的に見 られたが,程度の差 こそあれほ とん ど全部

の海外 プラン ト商談がその ような危険性をは らんでいる｡

プラン ト商談 の契約内容は, ホス ト国の政策や経済体制,あるいは プラン ト

の種類に応 じて千差万別であ り,それぞれの契約には何 らかの独 自の条項が盛

り込 まれている｡例 えば プラン ト資材のホス ト国内における調達義務事項や,

海運にあたってのホス ト国の国籍船 の使用義務,現地労働者の雇用義務,現地

での協力企業 の選定義務 などが課せ られ る例が頻繁に見 られ る｡ また最近では,

プラン ト工事代金の支払いに関 し,原油などホス ト国の天然資源の購入をサ プ

ライヤーに義務づけることにより,実質上のバーター取引を要求す るCP方式

(カウンター ･パーチェス )を織 り込んだ契約 も見 られ るようになった｡ これ

らの義務条項ゆえに発生す るさまざまの コス ト要因を どう扱 うかは,現地組立

方式のプラン ト輸出の大 きな課題である｡

第二 に, プロジェク ト型海外進 出を行な う日本企業が直面す る管理上の問題

がある｡ プラソ ト部門の比重が特に造船 ･機械 メーカーで高 まるにつれ, プロ

ジェク ト要員の選定, オ リエ ンテーション,現地での工事現場事務所の組織編

成,海外工事現場-の ロジスティクス ･システムやサポー ト組織などの重要性

はかつてないほ どになっている｡

第三に, 日本企業が行な う海外 プラン ト工事では, 日本国内のプラン ト工事

のノア- ウを最大限に利用するべ く, 日本の建設業者が直接に現場に参加す る
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ことが多いが,その際には, 日本に特有な建設業の雇用関係を海外に移入す る

ことになる｡ したがって, 日本人労働者 と他民族が密接 な協同作業を遂行す る

ことが要請 され る｡ ここに,雇用者たるサ プライヤー側に, 国際的な労務管理

ノウ- ウの必要性が生 じるのである｡

ところで, これ らの問題点は, プロジェク ト遂行の現場においては相互に深

く関連 して顕在化 して くるものであ り,それぞれに独立 した分析対象 として扱

い得 るものではない｡本稿ではひ とつの海外 プロジェク トを例に とり,実際に

どの ような形でこれ らの問題点がプロジェク トの現場で発生す るのかを検討す

る｡

プロジェク トの採算性の如何は,企業に とっては,つまるところカソ トリー

リス ク問題に集約 される｡次節では プロジェク トの応札前 と応札後における代

表的なカン トリー リス クのい くつかを検討す る｡第 2章では本稿でケースとし

て取 り上げるACO2プロジェク トの仕向先すなわちホス ト国であるアルジェ

リア民主人民共和国の概要 と,企業の観点 よ り見た場合の同国特有の リス ク要

因を挙げ,次いで第 3章では, サプライヤーK社の具体的対応 として,そのA

CO2現場組織を検討する｡第 4章においては, AC02に見 られた異文化の

協同 とその管理お よび技術移転の実際について考察す る｡第 3章および第 4章

においては,海外 プラン ト工事 の現場組織の中でも,異民族 との協同 とい う側

面に最 も深 く関わ る総務班の役割を中心に述べることになるであろ う｡

第 3節 プラン ト輸出におけるカン トリー リスク

メーカーが海外 プラン トの受注をめ ぐって競合す る場合,最 も重要な要因は

発注国のいわゆるカン トリー リスクである｡ このことは発展途上国に対す る融

資を行なお うとす る銀行 と同様であることはい うまでもない｡

アルジェ リアの場合, 1978年 12月にプ-メディエ ソヌ大統領が死去 し

シャ ドリ新大統領が就任す るに及んで,国家政策は急進的な工業化か ら社会福

祉へ と移行 し,工業育成政策はペ ースダウンしたOそのため当初はK社受注が
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見込 まれていた新 しいセメン トプラン ト建設工事 プロジェク トがキャンセルさ

れ,何人かの本社スタッフがK社の別の鉄鋼 プラン トプロジェク トに急遠 配転

された｡中国の宝山製鉄 コンビナー トのキャンセルはマス コミが大 きく報道 し

たが,規模 の大小はあれ,政策の急な変更に よる突発的キャンセルはプラン ト

商談 には珍 しいことではない｡そ うした場合,総務関係スタッフは比較的 フレ

キシブルにプラン トの内容を超えて転用できるけれ どもプラン ト資材の多 くは

そ うはいかない｡成約を見越 して部材の組み立てを始めて しまった場合にはサ

プライヤーが泣 くことになる｡か といって成約後に組立体制を組織すればタイ

ムロスが増すため, どの時点で組立 ライ ンにゴーサイ ンを出すかは極めて難 し

い｡

また,政変や国際収支 の急激な悪化などに よる代金支払い繰 り延べや停止な

どほ よく耳 目にす るところであ り,海外事業活動中の 日本企業のほぼ 4社に 1

社が何 らかの被害を被 っているといわれ 去22 ヵソ トリー リス ク評価方式は各企

業 ･銀行によ り異なるが,最 も重要 な国子は政権安定度,次が対外債務支払い能

力 と考えられてい去3.)いずれに しろ,国際収支や主要輸出品価格の動向などの

経済的指標 と異な り,政治的諸要困は指標化 しに くくまた変化が急激であるた

め,特に発展途上国の ように不確実な要因が多い場合には迅速な情報 の収集 と

的確な判断が必要である｡通産省が行なった貿易環境 ･産業協力に関す るアン

ケー ト(昭和 57年 )によれば,海外進 出に重要な要件 として情報収集能力を

選んだ企業は総数の 26.59的こ上 i4三

カン トリー リス クの多 くは, 一企 業の力を もって しては発生を食い止める

のがほ とんど不可能 である｡ したがって,企業 としてはいかに リス クを避ける

かが問題になるわけだが, リス クの回避には二段階があ り,第-に受注競合時

点での リス ク回避,第二に受注後の リス ク回避の段階がある｡

まず受注競合時点での リスク回避については, 国別のポー トフォ リオ管理を

行なって多国間に危険分散を図るか, あるいは危険性の高い国か らは受注 しな

いかのどちらかが理論的に可能な選択肢である｡しかしプラントの設備更新や ア

フターケア需要において当初の設置 メーカーが有利 とされることや, 日本のプ

ー10-
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ラン ト市場 自体が中東, アフ リカ,東南アジア,中央計画経済諸国に集中 し,

競合が激化 している状況のため, ある程度のカン トリー リスクは常に織 り込 ま

ざるを得ない｡だがカン トリー リスクをプラン トの価格に十分に織 り込めば,

保険額がか さむために応札価格が上昇 し,競合に不利になることは避け られな

い｡

日本のプラン トメーカーは円相場の影響によ り西欧や北米のメーカーに比べ

価格競争に弱いといわれ, また他方では他の労働集約産業 と同 じく韓国の猛追

を受けてお り, カン トリー リス ク分を上乗せ した価格に した場合になお採算ベ

ースで競合できるか否かは,優れて評価方式の有効性,そ して情報収集能力の

充実にかかって くるであろ う｡すなわち リスク発生の可能性が高い国を見極め,

契約条項や保険方法などを個 々のケースに応 じて肌理細か く対応 させてゆかね

ばならない.現在のところ, カン トリー リス ク評価は個 々のプラン ト企業 よ り

も輸銀や商社が行なっているが,早晩 プラン トメーカー自身に よる リスク評価

方式の確立が必要になるもの と思われ る｡

一般には,船積み前 の リスクは普通輸出保険を利用 して非常危険 と信用危険

をカバー し,船積み後の リスクは輸出代金保険に よる｡ しか しこれ らの保険で

はプラン トの船積み後か ら引 き渡 し時 まではカバーされない｡そ こで,従来の

輸出代金保険にフル ターンキー特約を加えることになる. しか しフル ターンキ

ー特約 の場合でも輸出者の被る信用危険はカバーされなし聖

プラン ト輸出に関す る信用供与 としては, プラン トメーカーにプロジェク ト

必要資金を融資す るサ プライヤーズ ･クレジッ トと,バイヤーにプロジェク ト

買付資金を融資す るバイヤーズ ･クレジッ トがある. 銀行 のい うカン トリー

リス クはこれ らの クレジッ トの回収不可能性の高低だが,その見極めは,直接

の代金受取者であるメーカーにも銀行 と同様に, あるいは銀行以上に必要であ

る｡原則的には,バイヤーの信用が高 く,サプライヤーが プラン ト建設のため

に十分な自己資金を調達できない場合,例 えばサ ウジアラビアにおける超大型

石油精製基地建設 プロジェク トなどにはサ プライヤーズ ･クレジッ トが用い ら

れ る｡そ して非産油発展途上国な どに対す る円借款が らみならはバイヤーズ ･
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クレジッ ト形式になることが多い｡本質的にはメーカーと銀行のどちらがカン

トリー リス クを負 うか とい う問題であ り,一般に銀行はサプライヤーズ ･ク

レジッ トを組みたがるが, メーカー としてほ工事代金の支払いが保証 されてい

るバイヤーズ ･クレジッ トのほ うが有利である｡

受注後の リスク回避は極めて難 しく, フルター ンキー契約によるプラン ト輸

出の場合には, とにか く早期に工事を完了 し引き渡す (ファイナルアクセプタ

ソス取得 )以外にこれ といった方策はない｡ したがってできるだけ短期間で工

事を完了させることが最大の課題であ り,換言すれば遅延要因を極力排除 しな

くてはならない｡

プラン ト建設の遅延は, さまざまの要素の流れが阻害 されることによ り発生

す る｡受注企業内部に阻害要因がある場合は問題外 とし,発展途上国向け プラ

ン ト輸出特有の,サプライヤーにはuneontrollableな,いわば外的阻害要因を

挙げてみ よう｡政変や自然災害はどの段階でも阻害要因 となるため,一応除外

して考える｡

資材の点から見ると船積み前に発生するのは仕様の急激な変更,船舶の積出

港遅着がある｡仕様の急な変更は一見あ り得ないように思われるが,工事図面

承認は通例現地国内で行なわれ,かつ ｢夷を以って夷を制す｣の観点か ら,サ

プライヤーとは異なる国籍のコンサルタソ トが請け負 うことが多し聖 この分野

では 日本はまだ大 きく立ち遅れてお り, ソフ ト開発 としてプラソ ト産業界の課

題である｡そ して工業規格や安全基準が異なった り変更がなされた場令,施工

段階では対応 しきれない事態になることがある｡

後者すなわち船舶の遅着については,発注国が自国の船会社 (ァルジェ リア

の場合 CNAN )を指定することがあ り,概 してその配船パフォーマンスは期

待できない｡ したがって日本の船会社等 とも契約 して危険分散を図らねばなら

ない｡ コス トは割高になるが一種の保険料 と見なされる｡ また寄港状況をつぶ

さにモニタ リングして現場事務所に連絡す ることや, (困難ではあるが )埠頭

の使用優先順位を確認 し, できれば確保す ることが必要である｡揚陸用 クレー

ソはあっても故障 しているとか, オペ レータの技量 に不安 が ある とか,通電
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が不安定であるなどの阻害要因は発展途上国では 日常的に発生す るものであ り,

現場か らクレー ン車を配置するな どの手段を講ぜ ざるを得ない｡ また同盟国の

軍艦 が停泊 中のために,長期の沖待ちを余儀なくされることは しば しば経験す ると

ころである｡例えば,本稿の事例における資材揚陸港 であったアンナバ港に ソ

連地中海艦隊 の潜水艦が寄港すると,その停泊期間は 2週間にも及ぶ｡沖待ち

によるコス トは 1日で 200万円以上に上 り,それは結局はサ プライヤーが負

担す ることになる｡現場 までの搬送 と通関については,地元運送業者 との連絡

や搬送経路 と手段の確認,資材に よっては警察 との交渉 も必要である｡通関は

早 いほ どよいが,土産をもって 日参 しな くては担当官が腰を上げて くれない｡

通関担当者は現場か ら突 き上げ られて辛い立場に置かれ る一方,保税地区内で

の盗難にも配慮 しな くてほならない｡全工程に占める偶然的な費用発生か らみ

ると,沖待ちか ら現場-の搬入までの一連 の処理費用がおそ らく最 も重要な不

採算化促進要因である.換言すれば, これ らの処理が現場 のペースを左右す る

ことがあってはならない｡

以上は 日本か らの資材輸送についてであるが,契約には多 くの場合,発動油,

鉄筋, セメソ ト, アスファル ト,溶接用アセチ レンガスや酸素などの資材のホ

ス ト国内調達義務条項が盛 り込 まれ る｡ ところがこれ らの資材は しば しば入手

困難に陥 りかつ晶質が低劣なことが多い｡加 うるにこれ らの産地国であっても,

その価格は必ず しも安 くはない｡ したがって何 らかの資材 (特にエネルギー )

を全 くホス ト国の市場に依存せざるを得ないような状況は企業 としてはなるべ

く避け るほ うが望 ましく,全体の 10- 15%程度の量だけでも国外か ら確保

できるよう,契約時点で努力す るべ きだ と思われ る｡

も うひとつの大 きな阻害要因は,現地国の労働力雇用や現地企業契約条項 に

よって生 じる｡すなわち 日本人作業員 と現地作業員の労働 ミックスをいかに管

理す るか, また全 くど-イ ビアの異なる現地企業群間の コーディネー トをいかに

円滑に行な うかが,現地工事においてほ非常に クリティカルな問題である｡ こ

れは単に企業の採算性を左右す るのみならず, 日本人 と異民族 との実際的な交

流の場のひ とつ としても無視できない問題である｡ これ らについては後述す る｡
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第2章 アルジェリア民主人民共和国の概要

第 1節 アルジ ェリアの貿易構造 と対 日関係

アルジェ リア民主人民共和国 (R6publique Algtrienne D̀ rnocratique et

Populaire,略称 R.A.D.P.,1962年 7月フランスよ り独立 )は, 旧宗主国

フランスと地中海を挟んで北アフリカに位置 し,面環 238.2万平方キ ロ,人

口1,760万 2,000人, 1人当た り国民総生産 1,260米 ドル (数値は 1978

年現在,出典は世銀 1980年 リポー ト)の中進国である｡主たる産品は石油,

天然 ガス,鉄鉱石, ワイン, コル クなどだが, GNP223億 ドルの うち 58

億 ドルが石油収入によ り占め られる｡ OPECの全生産量 日産 3,191万バ レ

ルの うち 113万バ レル,約 3.5%を産出 (1979年 7月 )し,隣国 リビア

とともにOPEC原油価格引 き上げ路線 の急進派 として知 られ る｡

実際, アルジェ リア産原油は 1979年 10月末現在で 26.27番/bbl

とOPEC中最高価格であ り, 1962年か ら1978年 まで政権の座にあっ

た故 ウア リ･プ-メディエ ソヌ大統領は 1975年に初のOPEC加盟国首脳

会議を首都 アルジェで開催 した り, あるいは資源国有化を叫ぶ グループ77の

理論的 リー ダー シップを とるなど, カダフィが注 目され る以前には, カス トロ

やア ミンと並 ぶ西側先進 諸 国 の嫌われ者であった｡ ブ-メディエ ソヌの国内

政策は, よく知 られ るように急進的な資源国有化 と工業化か ら成 り, 1971

年には産油国の トップを切 って国内の全石油産業における 51%国有化を達成

したはか,国営企業組織をほぼ全産業分野に拡大す るな ど,所謂 アラブ国家社

会主義路線を積極的に追求 した｡

opEC原油価格形成におけるアルジェ リアの強硬派路線の原因は,その貿

易構造か ら説明できる｡すなわち慢性的な貿易収支の赤字 と対外累積債務の増

-14-



∃｢

OPEC 諸 国 の 経 済 デ ー タ

国 名 総 人 口(千人 ) 人口増加率 GNPpereapita GDPに占める鉱 業 比 率 貿 易 収 支,1977年, 100万USS 対 日 貿 易 収 支,1977年, 100万USS 輸入相手国 (西側 )上位 3位と 原油総生産量1978年, 日本向け原油の割合 平 均 価 格UsŜ bl 公 的 対 外債 務残 高 対日中長期債 務残 高 デットサービスレイシオ

1977年央 1970-77年 1977年,USS 1970-77年 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸入総額に占める割合印1977年 1000kZ ■コ 一1978年,% I1979年10月 1978年,100万VSS 1982*9#100万USS 1978年

サウジアラビア 9,520 3.0 7,230 69.5 43,465 14,651 8.506 2,342 米 21.8 日本16.4 西独10.4 467.834 17.2 17,97 14

クウエ- ト 1,130 6.2 12,690 68.9 9,798 4,484 2,488 936 日本16.9 米 16.0 英 12.1 109,852 20.2 21.32 -

イ ラ ソ 33,592 3.0 1,977 35.3 24,245 13,750 4,243 1,926 米 20.3 西独18.6 日本15.0 298,636 ll..7 23.1 8,251 13283 3.2

イ ラ ク 12,171 3.4 1,570 49.657.0 9,664 3,898 735 872 日本18.0 西独15.1 仏 9.5 150,394 7.0 22.16 878 1.1

U A E 852 14,230(1978) 5,258 2,748 846 日本19.6 英 16,0 米 9.5 108,098 26.6 19.93(ドバイ ) 20.9

カ タ ー ル 180 12,740(1978) 197 275 日本29.0 英 16.0 西独 8.1 28.072 26.0 21,32

リ ビ ア 2,939 4.1 6,520 10,113 112 277 伊 24.0 西独15.1 仏 9.8 114,989 0.2 25.98

アルジェリア 17,422 3ー2 1,140 27.7 5,809 7,126 24 469 仏 21.6 西独13.3 日本 7.3 67,512 0.3 26.27 13,168 780

ナイジェリア 78,700 2.6 510 32.0 ll,8239,548 ll,30610,353 20 1,010 英 21.6 西独14.2 米 9.8 110,516 23.27 2,180 335 1.2

ガ ボ ン 540 0.9 3,190 42.1 7 19 仏 52.3 米 18.4 日本 3.0 12,204 22.06 - - -

ベネズエ ラ 12,740 3.4 2.630 24.9 49 917 米 40.9 西独 9.5 日本 8.7 125,601 0.3 20.17 6.921 1,753 6.9

エ クア ドル 7,684 3.0 820 ll.1 1,218 1,508 29 244 米 37.7 日本12.2 西独10.7 ll,704 - 24.00 1,563 393 ll.7

注 :｢-｣は不明.

資料 :IBRD,"WordDevelopmentReport", 1978,1979,1980年版 ;IBRD,"WorldTables", 2nd.ed.,1980;PHP研究所 『TheDATA FILE』 ,1980;

生田豊朗編 『OPECの知識 』, 日経文庫NcL289,日本経済新聞社,1980,ほか｡本文中の数値 も同様である｡
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OPEC 諸 国 の 経 済 デ ー タ

国 名 総 人 口(千人 ) 人口増加率 GNPpercapita GDPに占める鉱 業 比 率 貿 易 収 支,1977年, 100万USS 対 日 貿 易 収 支,1977年, 100万USS 輸入相手国 (西側 )上位 3位と 原油総生産量1978年, 日本向け原油の割合 平 均 価 格USSA b1 公 的 対 外債 務残 高 対日中長期債 務残 高 デットサービスレイシオ

1977年央 1970-77年 1977年,Us令 1970-77年 輸 出 輸 入 輸 出 輸 入 輸入総額に占める割合開1977年 1000k∠ 一コ タ1978年,% I1979年10月 1978年,100万VSS 1982年9月末100万USS 1978年

サウジアラビア 9,520 3.0 7,230 69.5 43,465 14,651 8,506 2,342 米 21.8 日本16.4 西独10.4 467,834 17.2 17.97 8,251 14132

クウェー ト 1,130 6,2 12,690 68.9 9,798 4,484 2.488 936 日本16.9 米 16.0 英 12.1 109,852 20.2 21.32

イ ラ ン 33,592 3.0 1,977 35.3 24,245 13,750 4,243 1,926 米 20,3 西独18.6 日本15.0 298,636 ll..7 23.1 3.2

イ ラ ク 12,171 3.4 1,570 49.657.0 9,664 3,898 735 872 日本18.0 西独15.1 仏 9.5 150,394 7.0 2216 878 - 1.1U A E 852 14,230(1978) 10,113 2,748 846 日本19.6 英 16,0 米 9.5 108,098 26.6 19.93(ドバイ ) - 83 -

カ タ ー ル 180 12,740(1978) 197 275 日本29.0 英 16.0 西独 8.1 28,072 26.0 21.32

リ ビ ア 2,939 4ー1 6,520 5,258 112 277 伊 24.0 西独15.1 仏 9.8 114,989 0.2 25.98

アルジェリア 17,422 3.2 1,140 27.7 5,809 7,126 24 469 仏 21.6 西独13.3 日本 7.3 67,512 0.3 26.27 13,168 780 20.9

ナイジェリア 78,700 2.6 510 32.0 ll,8239,548 ll,30610,353 20 1,010 英 21.6 西独14.2 米 9.8 110,516 23.27 2,1806.921 335 1.26.9

ガ ボ ン 540 0.9 3,190 42.1 7 19 仏 52.3 米 18.4 日本 3.0 12,204 22.06 -

ベネズエ ラ 12,740 3.4 2,630 24.9 49 917 米 40.9 西独 9.5 日本 8.7 125,601 0.337.1 20.17 1,753

エ クア ドル 7,684 3.0 820 ll.1 1,218 1,508 29 244 米 37.7 日本12.2 西独10,7 ll,704 24.00 1,563 393 ll.7

注 :｢-｣は不明.

資料 :IBRD,"WordDevelopmentReport", 1978,1979,1980年版 ;IBRD,"WorldTables", 2nd.ed.,1980;PHP研究所 『TheDATA FILE』 ,1980;

生田豊朗編 『OPECの知識 』,日経文庫Na289,日本経済新聞社,1980,ほか｡本文中の数値も同様である｡
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大である｡ 1971年に出超 となったはかはすべて入超の連続で, しかも近年

に至 り赤字額は急激に増加 している｡ 1977年には 23億 2,450万 ドルの

赤字を記録 し,前年の 2.6倍 となった｡その主な原因は急進的な工業化路線に

付随する資本財輸入によるもので, デッ トサー ビス レイシオ (輸出代金 と対外

債務支払額の比率 )は 1970年に 3.2%だったが, 1978年には 20.9%

まで上昇 した｡普通デッ トサー ビス レイシオが 25%を超えるとデフォル トの

危険があるとされてお り, アルジェ リアはこの域に急速に近づいてきている｡

したがって資金不足は深刻であ り,公的ベースに基づ く信用供与なしでは海外

企業の進出は難 しいと思われる｡ また一方では食料の対外依存度が高まってき

てお り,従来の工業化路線による人的 ･金融的資源の偏在是正が必要 とな りつ

っぁ去7.)

日本 とアルジェ リアの関係をみると,貿易収支は 日本側の黒字で, 1978

年には輸入 3,800万 ドル,輸出 7億 2,900万 ドルと6億 9,100万 ドルの

出超である｡ これは日本の全輸入量の 0.05%,そ して全輸出量の 0.7%にあ

た り,北アフ リカの所謂マグレブ諸国では最大の取引相手国であるけれ ども,

0PEC13か国中では 8番 目で,サ ウジアラビア,UAE, クウェー トなど

の湾岸諸国に比べかな り低い｡ しか しこれを中長期融資残高で見れば, アルジ

ェ リアの対 日本債務は 1982年 9月末で総額 7億 8,000万 ドル (日本の対

外債権全体の 1.3% ), うち 円建 が 895億 円 (日本の円建対外債権の 3.2

% ),外貨建が 4億 4,800万 ドル (日本の外貨建対外債権の 0.9% ) となっ

てお り, OPEC諸国の中ではベネズエラ,イン ドネシアに次いで第三位を占

め,特に円建債務ではOPEC中最高になっている｡輸銀などによるファイナ

ンス供与の果たす役割が大 きいことが知 られる｡

逆にアルジェ リアにとっても日本の占める位置はあま り高 くないのであって,

同国産原油の うち 0.3%が 日本に仕向けられるにすぎないし,輸入総額中 日本

は 10.3%程度のシェアである｡ アルジェ リアの最大貿易相手国は原油仕向先

で米合衆国 (半分以上 )であ り,輸 入面 では フランスが 21.6%,西 ドイツ

17.9%,イタ リア 13.3% と, OPEC諸 国の中で も特 に フランスとの貿
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易が多い｡

アルジェ リアにとっての対 日貿易の メリッ トは, 旧宗主国 フランス-の依存

脱却を図れ ること, また対米貿易に比べ,軍事上 のパー トナーであるソ連をあ

ま り刺激 しない点な どが挙げ られる｡ デメ リッ トは円借 の額が小 さいこともあ

って 日本企業の進 出に限界があることや,対日原油輸出代金だけでは二国間貿易

収支が恒常的に赤字 となることである｡逆に 日本にとっての対 アルジェ リア貿

易のメ リッ トはまさにプラン トや自動車輸 出に よって恒常的に黒字であること

とともに,原油依存先分散政策の一環 として望 ま しいことなどである｡ 日本に

とってのデメ リッ トは, アルジェ リアのカン トリー リス クが増大 しつつあるこ

と, また貿易面での急激なシェアアップが起 きた場合, アルジェ リアを自国市

場 として裏庭視 しているフランスを刺激 しかねないことであろ う｡

第 2節 アルジ ェリアにおける企業群の特色 と問題点

本節ではアルジェ リアに見 られ るさまざまの企業群の概要を述べ る｡特色 と

してほ,国営企業 と私企業部門が併存す ること,そ して国営企業はほぼ全産業

分野に及び,その幾つかは海外資本 との合弁であること,一般にそのパ フォー

マ ンスに問題があることなどである｡

アルジェ リアの国営企業の総数は判然 としないが,それは民間企業である一

定の規模に達 したものをすべて国有化す るとい う政策のためであ り,特に流通

部門はほ とん どが国有である｡そのためさまざまの官僚的な弊害が現われてお

り(最近 2- 3年は特にひ どい ),資材の購入にはかな りの忍耐力が必要であ

るとともに,流通のアップス トリームまでさかのぼ らないと大量の買い付けは

難 しい｡大量 とはいっても, 日本ならば小 さな問屋で十分に間に合 う程度の量

なのだが,恒常的に品不足気味なので,流通末端-の ロッ トは最終的に小 さく

ならざるを得 ない｡

会計検査 システムはあってなきが如 きものであ り,贈収賄や不正価格を防止

す るとい う理由に よ り国営企業は現金を受け付けず,小切手あるいは郵便為替
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でないと支払いできない｡ また市場の需給状況 とは無関係に中央か らの指示に

より価格を改定す るため,小規模なが ら慢性的な投機が起 きている｡

本件 プロジェク トの例において も,米についてはまず最初に倉庫に赴 いて在

庫量を確かめてか らでないと,事務所では在庫がないといわれ ることがあった｡

また現場用のアセチ レンガスや酸素については, まず国営企業にボンベの貸与

を申 し込み,空のボ ンベを もって港内の交換所で充填 した ものと交換する手続

きが必要で, ガスを積んだ船が沖待ちをす ると, ガスの入手は全 く不可能にな

り,やむな くブタンガスで代替を余儀な くされ ることもあった｡ またあるとき

は,紙製品を販売す る公社で トイ レッ トペーパーを買い付け ようとした ところ,

価格が変わ ったので売れないと断 られた｡電話が通 じないため新価格が不明で,

アルジェまで従業員を行かせたが, いつ帰 るか分か らないとい う｡鉄道や長距

離バスなどの公共輸送体制が極めて低劣であるため, ヒッチ/､イ クで 1,000

キ ロメー トル余 りを往復せ ざるを得ないのである｡ この ような事例の多 くは通

信網 の不備に起因す るものだが, これ らの整備には莫大 な投資が必要なため近

い将来に状況が好転す るとは思えない｡

これ らの国営企業群による流通網のはかに, ブラックマーケッ トが存在する｡

ブラックマーケッ トの主要取引品 目としては,公式の流通網に よっては入手が

難 しいために密輸品が多 く見 られ るスコッチウイスキーや時計などのほか, フ

ランスフランがある｡ マーケット発生の原因は外貨の固定相場制度であ り,実勢

でアルジェ リアソ ･ディナール とフランス フランが 3対 1くらいであるにもか

かわ らず, 1対 1に固定 してあるため, フラン買いが盛んになるのである｡

アルジェ リアでは外貨規制がきび しく, 1979年頃には入国に際 しもち込

み外貨をすべて申告 し, 出国時にそれ以上 のディナールあるいは外貨をもち出

そ うとす ると所持額 の 20倍の罰金を支払わ された｡たび重なる注意にもかか

わ らず 日本人の中にはブラックマーケッ トで換金す る者が絶 えず, 出国時に ト

ラブルはつ きものであった｡ また一時期には入国時にすべての外貨をディナー

ルに強制的に換金 させるなど,貿易赤字 と対外累積債務の増大 に伴 う措置は猫

の目のように変化す る傾向がある｡
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銀行は もちろんすべて国営だが,外貨を預けると利子がつ くどころか,逆に

保管料を とられる｡ また,外貨準備が逼迫すると,全 く突然に外貨の払い戻 し

を拒否することがある｡ このような事態になると,米 ドルなど所謂国際通貨で

預金 していた運転 ･買付資金が現地通貨で しか払い戻せな くな り,莫大な損害

を被 ることになる｡ アルジェ リアではそれでも自国通貨 (ァルジェ リアソ･デ

ィナール )で航空券を購入することが可能だから手当ての方策 もあるが, シリ

アの場合等には,外国人は現地通貨では航空券を買えないため,銀行に預金 し

てある資金が一夜に して無価値同然になる可能性がある｡ したがって巨額の資

金をかかえる商社などは,ひやひや しながらも,政府の命令もあって仕方な く

預金 しているのが実情である｡

流通 ･金融面のはかに高級ホテルも国営だが, インフラス トラクチュア整備

が進んでいないため,電気,水道,電話などが しば しば不通になることは市中

と変わ りない｡農業においては ソ連 のコルホーズに範を とった国営農場制度が

見 られる｡かつてのフラソス統治下の大規模な葡萄園はかな りの部分が放棄さ

れてお り,遊牧民族であったアラブ民族に特有の, アグリビジネス経営能力に

まだ問題のあることが うかがえる｡ したがって穀物生産量は伸び悩んでお り,

食料の対外依存は深 ま りつつある｡一方,人 口の急激な都市集中が起 きている

原因であるところの農工間所得格差の是正 も大 きな問題であ去8.)

基幹工業 もすべて国有化 されている｡大型の国営企業 としては,本件 プロジ

ェク トの発注者であるSNS(製鉄公社,鉄鋼 ･鉄製品製造 )のほかに, SN

MC(建設資材公社, セメン ト･レンガ類製造 ), SONATRACH (炭化

水素公社,石油 ･天然ガスの開発,精製,石油化学関係事業 ),SONACOME

(機械製造公社,一般 ･輸送顔械製造 ), SONAREM (鉱業開発公社 ),

sONELGAZ(電力ガス公社,電力 ･ガス供給 )などが有名である｡その

ほかに工事関係のソシ-テミックス (外国企業 との合弁 )があ り,本 ケースの現

場にはDTR(カナダ,後にイタ リア企業 との合弁, セメン ト打設工事および

建屋内外装工事専門 ), GENT-SIDER(土木工事 ), REAL-SI

DER(土木工事,イギ リスとの合弁 )などの企業があった｡本 プロジェク ト
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の土木スーパーバイザーであったH組はアルジェ リ7各地 でプラン ト基礎工事

現場を有 してお り, GENI-SIDERとの合弁について話 し合いを もった

ようだが,資本参加率や収益 の支払い方法 な どで折 り合 いがつかず,物別れに

終わ った｡相手側が アルジェ リア ン ･ディナールに よる支払 いに固執 したため

である｡ これ らの合弁企業群 の現地パー トナーは, ほぼ例外な く外貨に よる受

け取 りと現地通貨に よる支払 いを主張す るため, 日本企業が合弁事業に乗 り出

す うえでの大 きなネ ックになっている｡ も うひ とつのネ ックが これ らの企業 の

能力不足 で, コンク リー トの質の悪 さと不定期 な打設 に業を煮や したK社がD

TR用に現場 の隣に専用バ ッチャー プラン トを設置 し, 同社-の工事代金か ら

差 し引 くとい う一幕 もあった｡

私企 業 は さらに程 度 が低 く, 埋込 金 物 を請 け負 った ETI(Entreprise

deTuyauterieIndustrielle,本社 アンナバ市 )はほ とん ど納期が守れず, し

ば しば コンク リー トの打設を延引す る原因 となった｡ この企業は規模か らみれ

ば十分に国営企業に編入 され るべ きものであったが,社長が中央政界 と深 く結

びついているために労働組合 もない とい うワンマ ン体制を しいてお り,彼が パ

リに もっている個人 口座に フランスフランで工事代金を受け取 るとい うアルジ

ェリアでは信 じられない ような支払 い方法を要求 してきた ものである｡ また労

働組合がないため労働者が居つかず, AC02関係工事 の担 当者 も頻繁に交代

す るな どしてそのパ フォーマ ンスは極めて悪かった｡

アルジェ リアは独立後は フランス植民地体制か らの脱却を図 り, かな りの点

で成功 してはいるものの,依然 として通信 ･貿易 ･通貨 ･技術 な どに フランス

の影響が強い｡工業基準は フランスに準 じている し,通貨は フラソス フランに

リンクしている｡ アル ジェ リアの輸入総額 78億 4,300万 ドルの うち 16億

9,3 0 0万 ドル,約 2 1.6%は フランスか らのものである (1 9 78年現在 )0

またアルジェ リア人出稼 ぎ労働者 の大部分は フランスに行 く｡ こ うした事情か

らエ ンジニア リング業務を中心 として フランス企業 の強 さは否めない0 SNS

-ル ･-ジャル コソビナ- トにおける生産部門の コンサルティングは新 日鉄が

行なっていたが,第二製鋼工場建設工事における全体的 なスーパー/くイズは,
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SOFRESIDとい うフランス企業が行なった｡ また,工事施行図面の東認

は, CTCとい うアルジェ リア企業が行なったが,そのスタッフは全員 フラン

ス人が占めた｡ なお同社の事務所はアンナバか ら200キ ロ以上 も離れた コソ

スタンチ ソにあ り,月に 3度ほ どは東認班が出向かねはならなかった｡

アルジェ リアの建設業は 日本 と比べかな り遅れてお り,そのスーパーバイズ

は 日揮,東洋エ ンジニア リングなどで十分に可能だが, なおフランス系企業が

優位を保 っている｡ これは総合的エ ンジニア リングカや フラソスーアルジェ リ

ア合弁企業の能力それ 自体の問題ではな く, もっぱ らフランスとアルジェ リア

を取 りまく国際要因に起因 している｡外交次元でのプッシュがない限 りこの状

況は変わ らないと思われ るが, フランスとの関係悪化 とい うリス クを冒 してま

で, 日本政府がアルジェ リア市場を率先 して開拓するとは考え難い｡

それでもなおかつ 日本企業が評価 されているのは,交渉の場において譲歩 し

がちであるとい う,俗にい う ｢ウケマケ契約｣ の気弱 さもさることなが ら,加

うるに,納期 の遵守,技術力,そ して何 よ りも現場の安全性に よるところが大

きいと筆者は考える｡実際 日本の工事安全基準は世界で最 もきび しい部類に属

してお り,建星工事の際の安全ネ ッ トや腰綱 の着用などほ他の現場ではなかな

か見 られないため,他のことでは うるさいスーパーバイザーやバイヤー もこと

安全基準に関す る限 りは賛辞を呈す るのにやぶさかではなかった｡
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第 3章 AC02の組織

第 1節 K社におけるプラン ト輸出の位置

K重工業株式会社 (資本金 6 5 4億円,以下K社 と略す )は,造船重機系 プ

ラン トエンジニア リング企業 としてほM重工業, Ⅰ重工業に次 ぐ企業で,造船

不況の中で, ｢上陸作戦｣のスローガン下にプラン ト産業へ と拡大戦略を採 っ

たものである｡総売 り上げは 6,4 75億円,経常利益は 34.4億円の規模であ

る｡輸出比率は 1981年 (昭和 56年 3月期 )には 48%に達 し, またプラ

ン ト･鉄樺が全事業の 3分の 1を占めるに至 った｡造船部門の比重の低下, プ

ラン ト部門-の進出とそれに伴 う輸出比率の増加は,程度の差 こそあれ, 日本

の造船重機系企業に共通する傾向である (下表 )0K社の場合, プラン トの比

重が特に高いが, プラン トは受注額は大 きいものの, コンスタン トな受注を続

けることはかな り難 しく,造船不況 と過剰人員に悩むK社のような企業にとり

プラン ト関係の売 り上げがあま りに大 きな比重を占めることがはた して望まし

い選択か否かは,多少の疑問がある｡

日本の造船量磯系企業の最近のトレンド

53年 56年 53年 56年 53年

34% 19%27% 20% 23%47%

(船舶 .鉄棒) (修理船込み)
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K社の分野別の売上構成比推移(昭紬53年/56年)

53年 56年

船 舶 23% 15%

発 動 機 19% 23%

機 械 18% 16%

プ ラ ン ト 24% 33%

航 空 枚 10% 6%

車 両 7770 7%

K社はアルジェ リアでは製鉄関連 プpジェク トのほかに,特にセメン トプラ

ン トを多 く受注 しているが,新規の建設 プロジェク トに加え,転炉排 ガス ･熱

エネルギー循環 システムとして特許を有す るOG装置への換装工事 も行なって

いる｡製鉄 は C商事, セメン トは B社 とコソソー シャムを組むのが北 アフ リカ

では普通である｡本稿でケースとして取 り上げるプラン トは, 19 7 7年にア

ルジェ リア鉄鋼公社 (Soci占t占NationaledeSid占rurgie,略称 SNS)か ら

受注 した プロジェク トで, アルジェ リア北東海岸部にある同国第三番 目の都市

アンナバ近郊の-ル ･-ジャル コソビナ- ト第二製鋼工場 のフルター ンキープ

ロジェク トであった｡ プpジェク 下名は, Acie'rieゝ0ⅩygbneNum6ro2,すな

わち酸素吹付方式転炉連続鋳造第 2工場,略称 AC02と呼ばれ る｡上述のO

G装置換装工事はACOlすなわち第-製鋼工場でのプロジェク トであ り, 同

じく-ル ･-ジャル コンビナ- トの中にある｡第-製鋼は 1960年代に, ア

ルジェ リアの同盟国 ソ連 の援助によ り建設 されたが,その後転炉排 ガス設備を

更新する必要が生 じ, K社が受注 した ものである｡ACOlは独立 した事務所

であ り,本 ケースと直接の関係はない｡

本 ケースのパー トナー としては, C商事が全体的な コ-ディネ-ティングを

担当 し,連鋳設備は西 ドイツのデマ-グ (DEMAG )社が受け もってK ID

グループとして元請企業体を形成 した｡そ して土木工事スーパーバイザー とし

てH組,鉄骨工事 としてU組,電気関連工事にはF電機工事な どが参加 した｡

そのはかに,アテン ド業務はK航空サービス,K汽船が コック, K設備が宿舎関
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係工事を受け もつなど, K社 グループによる多面的なバ ックアップがあった｡

なお現地 シビル としては,先述のように, SNSの土木部局で独立 した企業で

もあるDivisionTravalⅨ,略称DTRのはか, REAL-SIDER,GENI

-SIDERなどの, アルジェ リアと海外資本 との合弁に よる国営土木企業が

現場に参入 した｡ これ らの企業群の分担は次図のようになる｡

ACO2建設プロジェクト企業群の分担

KIDグルー プ 一次下請 日本企業 現地シビル

(土木 ･転炉関連

建星 ･電機計装 )

C商事

(コーデ ィネー ト)

DEMAG

F電機工事

(電機計装 )

H組 ･-‥-･-----･-

(土木スーパーバイズ)

Nペイ ン ト

(鉄骨 ･機器塗装 )

U組 (鉄骨 ･機器据付 )

Y土木基礎 (杭 打 )

K航空サービス(渡航)

K汽船 (コック)

K設備 (宿舎 )

D通運 (通関 )

SIDER

SIDER

現場事務所の組織は次貢図の通 りである｡特色 としては,現場事務所所長 と

サイ トマネ ジ ャーを置 き, 現場事務所所長に建設工事全般を担当す るサイ ト

マネ ジ ャー の上 司 を置 い た ことであ り, また彼が製鉄エ ンジニアであって,

サイ トマネ ジ ャーの よ うな機 械 エンジニアではない点である｡その所長Ⅹ氏

はK社本社では部長 クラスであ り,サイ トマネジャー Y氏 の上位 者 で ある｡

この ように, K社は どの大手企業であっても本社機構の役職序列や人事上の資

格通 りに現場工事事務所を配置せず, プロジェク トの効率的運営に即 して脱官

僚的に, まさにプロジェク ト型の組織を編成 した点が格別に注 目され る｡

この ような組織編成の利点 としては, Ⅹ氏のような操業関係専門家が工事現

場にいることに より,顧客の信頼感が増す ことがまず第一に挙げ られる｡ また

権限のサイ トマネ ジ ャーY氏 - の全 面的 な集中が避け られ,独走をチェック
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し得 る体制であること,そ して何 らかの理由によりY氏が現場事務所をある程

度の期間離れても, Ⅹ氏は意思決定者の代理者 として十分な資格を内外に認め

てもらえるため,意思決定上の トラブルや遅延をきたす心配のな くなることな

どが挙げられる｡ またこのような, いわば駆逐艦に将官が乗 り込んだ ような上

下の逆転状況においては, とか く所長が出 しゃばるきらいがよく見 られる｡ し

か し本ケースにおいては,現場事務所の総務班スタッフを,製造畑出身である

サイ トマネジャーY氏の子飼いの部下で固めることにより,組織上のバ ランス

が うまくとられた点 も興味深い｡

第 2節 AC0 2におけるロジステ ィクス ･システム

海外 プラン ト建設 プロジェク トにおいては二種類の連絡 システムが必要であ

る｡すなわち国内 (ホス トカントリー内 )と国外 (日本,あるいは中継地 )で

ある｡ この節 では, AC0 2の事例に基づきながら海外 プラソ トにおけるロジ

スティクスについて概述する｡

国内に関 していえば,開発途上国におけるプラン トの多 くが原料立地型であ

るため,建設現場は都市郊外あるいは遠隔地,はなはだ しくほ砂塵 もうもうた

る土漠の中に設けられることがある｡そ して公共通信 システムが弱体なため,

日本か らの要員受け入れ ･送出, プラン ト資材通関業務,資材搬送業務,現地

公共諸機関 との折衝, さらには 日本あるいは中継地 (アルジェリアの場合にはパ

リ)との通信連絡や情報収集に任ずる都市事務所の開設が必要である｡ この都

市事務所は複数の工事現場をサポー トする目的で設置 されるべ きであ り,商社

駐在員や在外公館, 他の進出企業等 と密接な連絡を とりながら本国のカソ トリ

ーエバ リュエーションに有用な現地情報を提供 しな くてはならない｡ したがっ

て事情が許すならば工事完了後 もできるだけ長期にわた り活動 し, ノウ-ウを

蓄積 し情報を更新 してゆ くこと,そ して次の工事のフィージビリティスタディ

等のベースとして機能することが期待 される｡

このような機能をもつ都市事務所のロケーションは,工事現場事務所 との距
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SNS第 2製鋼=場

建設 プロジェクト責任者

I

SOFRESID

(スーパー/くイズ )

コ-デイネK社鉄括 プラ.ソト事業部プラソ トコントロ-ル班C商事 - タ-第 2製鋼工場(ACOサイ トマネジャーY氏- 所長Ⅹ氏7=チ;警 1 葦第 1製鋼工場OG換

(コーディネー ト)

DEMAG

総務班
一一一 二 ∴

調達担当チーフ

安全担当チーフ

工事図面作成承認法

理込金物班 - K鉄構 - ETI

･- ∴ ~ -: :: - _

∴ - 二 ㌦ _ ~ 二

秩- I U組-ネジ十- - [芸芸

庶務 ･経理担当チーフ

対官公庁 ･SNS担当チー フ

資材揚陸 ･搬送班

(ACOl)現場事務所

測量 ･工事図面作成 ･若芽宜

資材現場搬入 ･杭打班

(ス_メ_/{1 ズr DTR｣ 二GR≡:三二…;:≡…

コンクリー ト打設

建星鉄骨測量班

重故オペ レータ斑

塗装披

鉄骨組立班

建 屋 内 外 装 DTR

(スーパー/てイズ)

第 2製鋼工場建設工事 (ACO2)における

現場事務所 .都市事務所の組織図
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離および公共輸送機関の状態により決定 される｡すなわち,都市の中心業務地

区と工事現場 との距離が約 10キ ロメー トルを超えるような場合や,あるいは

公共輸送機関 (現地雇用労働者が通勤に用いるバスあるいは鉄道路線 )の末端

以遠に現場があるような場合には設置すべ きである｡

都市のどこに開設するかについての選択が可能ならば,通信連絡 ･通関 ･資

材搬送業務に重点を置いて港湾施設 ･郵便局 ･航空会社 ･ホテル ･銀行に近接

する地点が望 ましく,できれば警察 ･政治団体 ･労働基準局 ･職業紹介所など

からは離れているほ うがよいとされる｡ これ らの機関に近すぎれば,雇用につ

いての トラブルが直接,ス クリーニングな しで頻繁に都市事務所にもち込 まれ

ることにな り,その業務に支障をきたすおそれがある｡ これに関連 して注意 し

なくてほならないのは,都市事務所 と現場事務所 との間に対 外的 (特 に現地

公共棟関および現地雇用労働者に対する )機能の重複が起きぬこと,そ して現

地公共機関および現地雇用労働者に両事務所の機能分化を明確に してお くこと,

従業員の所属の重複を避けることである｡

次に地域センターが必要になる｡発展途上国の場合には,旧植民地時代の宗主

国が経済 ･通貨 ･科学技術 ･通信 ･交通のバ ッファを形成 している例が多 く,

地域センターは救急医療 ･人員中継 ･レジャーサー ビス ･ビザ更新のベースと

なる｡中東 ･アフリカにおいてはパ リや フランクフル トが選ばれることが一般

的である｡ このようなセンターの機能はほぼ完全に所謂 アテン ド業務に特化す

るため,航空会社や旅行代理業者などによりある程度 までは変動費化すること

が可能である｡あるいは,郡市事務所の うち特に人員受け入れ ･送出にかかわ

る人員が 4- 5人いる場合は,現地国 (アルジェ リア )と地域 センター (/ミリ)

間で ローテーションを組むことも考えられ よう｡

いずれの場合においても地域センターは都市事務所および本国 と直接かつ確

実に連絡 し得 る伝達中枢たることが肝要である｡なおこのセンターは,現地か

らの日本航空便が週 1- 2便ほ運航されているサ ウジアラビアのジェッダのよ

うな場合には,現地の都市事務所が兼任できる｡

現場事務所 ･都市事務所 ･地域センターを経由する情報 と人員の出発点およ
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び最終 目的地たる本国においては,経常的な輸送 ･伝達 システムと非常用意思

決定 ･伝達 システムを装備 しな くてはならない｡経常的 システムは人員 ･資材

･情報 のサ ブシステムによ り構成 され る｡

人員輸送は,元請 K社 グループ社員の場合にはK社 プラン ト鉄構事業部総務

とK航空サー ビスが とりしきる｡ プロジェク ト要員はK社委嘱 の医療機関で周

到な予防接種を受けた後,事業部のあるK社の神戸本社で簡単なオ リエ ンテー

ションを受ける｡ このオ リエ ンテーションは,主に海外渡航の一般的注意事項,

すなわち搭乗手続 きやパ リのホテル投宿の方法などか ら成 る｡ しか しこのプロ

セスで最 も重要なのは,現地か ら一時帰国 している経験者に会 って生の体験談

を聞 く機会が与 えられ ることであろ う｡た とえ専門の異なる技術者か らであっ

ても, いわば実戦談にまさる説得力はな く, これは視聴覚方式な どよ りもはる

かに効果的なオ リエ ソテーショソ法であると考えられ る｡ この意味で紘,本社

オ リエ ンテー ションは単なる研修 とい うよ りは,む しろフォー ラム的な雰 囲気

を もたせ ることが肝要であ り, これか ら現地入 りす る者 と経験者 との交流点 と

しての役割が大 きいこ

この間にK航空サー ビスはパスポー トや ビザの取得, フライ ト予約,中継地

パ リのホテル予約な どの準備を行な う｡本社総務はオ リエ ンテー ションのはか

に, エア ･カー ゴとして運搬する予定の資材の うち携行手荷物化 できるものの

選択 と梱包を行な う｡ この資材には,現地 で使用 している日本車の部品,工具,

キ ッチン用具,調味料,酒,干物, ビデオテー プ, ビデオデッキ, - ソ ドトー

キーその他実に種 々雑多な品 目があ り,要す るに手荷物 として運べるすべての

資材だ と考 えて差 し支えない｡

携行手荷物化す ることに より, エア ･カー ゴ運送に伴 う事故を減 らす ことは

できるが,重量超過は覚悟せねばならない｡そ こでK社の場合には, 同 じ企業

グルー プ内のK航空サー ビスに航空関係業務一切を丸抱 え的に発注 した｡そ し

てK航空サービスはこれをエール ･フランスに一括発注 したOその理由は, エール

･フランスが伊丹一成 田-バ リーア ンナバを結ぶ唯一の航空会社であるために

はかならないO またバ リーア ンナバ間あるいはバ リーアルジェ間についても,
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アル ジェ リアの旧宗主国 フランスの国策会社 であるエール ･フランスが (アル

ジェ リアのナショナル ･フラッグ ･キャ リアーであるエール ･アルジェ リーを

別にすれば ),最 も頻繁 である｡ またエール ･フランスはエール ･アルジェ リ

ー-のチケッ ト･トランス ファーが最 も容易にで きる｡他 のエアライ ンとして

ほ, スイス ･エアが成 田- ジュネー ブーアンナバを結ぶが, フライ ト数が少な

く問題にな らない｡ こ うしたエール ･フランスへの一括発注に よ り, パ リでの

ホテル予約, エール ･フランスの コンピュータ通信網 の便宜を受け られ るはか,

携行手荷物 の重量超過 に も融通が き くようになるわけである｡

近年 プラン ト部門に力を入れているK社 ではあるが,海外未経験者は多 く,

また所謂海外部隊 で も北 アフ リカは初めて とい うスタッフが大部分 である｡ ア

ルジェ リアの公用外国語であるフランス語 については言わず もがなである｡ し

たが って要員の業務渡航中,最 もクリティカルなのは,成 田や箱崎 までK航空

サー ビスがアテ ン ドす る日本ではな く,中継地パリのシャルル･ド｡ゴール 空 港 -

の到着か らホテル投宿, そ して翌 日のオル リー空港でのア ンナバ便搭乗 までの

行程 である｡ ド･ゴール空港 か らホテルまでは, フル フェア ･サー ビスの一環

としてエール ･フランスのアテ ン ドが付 くけれ ども, そのサー ビスは通 り一遍

で,細 々とした用務の面倒 まで見ては くれない｡

そ こで, エール ･フランスに よるアテ ン ドに加え,突発事態に備 えてK航空

サー ビスはパ リに事務所を設けて専一にACOプロジェクトの要員アテンドに充

てた｡ この事務所はACOlとAC02の両現場事務所をサポー トし, 日本か

ら現地に向か う要員のアテ ン ドのほかに, ビザ更新のために現地を一時出国 し

て, パ リやマルセイユな どのアルジェ リア領事館 にや って くる現場人員のアテ

ン ドに も任ず る｡ また人員輸送上 の重要 な業務に 日本一バ リー現地間での フラ

イ ト確認があ り, テ レックスや国際電話が多用 され る｡先述の ように, 日本か

ら渡航 して くる要員は大量の携行手荷物を もってお り, ア ンナバ空港の税関で

トラブルを起 こ しやすい｡通関に慣れた現地 スタッフが間違 いな く空港 に出迎

えないと入国できないわけであ り, また入国に必要な諸書式についても,事前

のオ リエ ンテー ションではやは り不足 のノウ- ウがある｡
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K社 グループ以外の日本のパー トナー,例えば重量鳶の名門U組は独 自にル

フ ト- ソザ と契約を結んでお り,必ず しもK社 グルー プと同 じ経路で現地入 り

す るわけではない｡ しか しアンナバ入 りに際 してはK社現地総務がU組 の現地

総務 とともに出迎える｡

資材の経常輸送は, メーカーやその資材の種類によ り発送地が異なることが

ある｡本 プロジェク トの場合,鉄骨部材は千葉で製作 ･船積み したが,転炉を

は じめ とす る製鉄関係機械については加古川工場が分担 した｡ また天井 クレー

ンや大型 自走 クレー ンなどは住友重機製 (一部 タダノ製 )であったはか,中 ･

小型資材の調達先 として電機計装関係機器 メーカー,塗料 メーカー, コンベア

メーカー,バルブメーカーが名を連ね,それ らは 日本各地 の港か ら船積み され

た｡ プラン トの場合,主な部品点種 でも数百,点数になると優に数千を超える

のが普通であ り,その製作工程,船積工程管理 とロジスティクス管理はかな り

のノウ- ウを要求す る｡ プラン ト建設はジャス ト･イ ソ ･タイム方式にはな じ

まない産業だが,部材組立完了か ら船積み までの時間の長短はかな りコス トに

響 くのである｡

さて,せ っか く現地に搬入 した資材が運搬途中や据え付け直前になって損傷

した り,はなはだ しきは盗難にあ った りす ることもプラン ト輸出においては珍

しいことではない｡ACO2プロジェク トとほぼ同時期に行なわれていたOG

装置換装工事 であるACOlプロジェク トにおいては,装置本体 の制御盤が据

え付け直前に操業中の溶鋼をかぶ り, ｢天 プラ｣になって しまった｡第-製鋼

工 場 の現地 オペ レータ のミスである｡大慌てで同仕様の制御盤を 日本に発注

したけれ ども, 3か月以上 も前に製作 した制御盤 と同 じライ ンはす ぐには組め

ないo結局工程は 4か月遅れになった｡ この事故は密端 な例だが,程度の差 こ

そあれ,資材の損傷を現地では補修 し得ないケースは少な くない｡保険が適用

できれば損傷部材の単体価格分は補償 され るものの,代替部材が到着す るまで

のタイムロスは結局はサ プライヤーが被 る リス クになる｡

情報 の経常的 フロー としては工事進捗状況報告,船舶寄港状況連絡, フライ

ト連絡などがある｡郵便はアルジェ リアの場合,未着確率が 7- 8%の うえ,
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日本 まで 2週間 もかかるか らとても使えない｡ テ レックスと電話が主な通信手

段 になるo Lか し電話回線数がアンナバーバ リ間で不足気味で, また′ミリー 日

本間も混雑回線 のため, 日本 と リアルタイムで連絡を とるためには半 日かかる

ことも珍 しくない｡加 うるに, アルジェ リアは回教国であるため金曜 日が休 日

で, パ リと日本は土曜 日と日曜 日が休みである うえに時差が 8時間ほ どもある

から,連絡を とれ る時間帯は短い.本 ケースではテ レックスはパー トナー商社

C商事のアンナバ駐在員事務所 とK社の都市事務所に設けた｡

C商事のアンナバ駐在員事務所はホテルに陣取 る典型的な ワンマンオフィス

で, テ レックスが備えてある｡首都 アルジェ (現在は-ル ･ジャザイエールと

改名 )にも同社の駐在員事務所があるので, アンナバか ら日本への電話が どう

しても通 じない際には, C商社のアルジェ事務所-電話で通信文を送 り, そこ

か らさらにパ リの C商事 オフィス経由で日本に転送 してもらうことが可能であ

った｡ アンナバ都市事務所のテ レックスには現地雇用のテ レックス専門員をは

りつけた｡ このテ レックス要員はむろん 日本語はできないけれ ども,対話が不

要 な電文を送 るときな どは便利である｡上述 のように, テ レックスといえども

送信す るにはオペ レータをは りつけて トライさせる必要があるため,人手が不

足気味の現地では専門の 日本人スタッフは置けない｡

また第三のテ レックス送信手段がエール ･フラソスで, フライ トスケジュー

ルや現地入 りす る要員名,携行手荷物 などの確認のためにこのルー トを使 うこ

とができた｡エール ･フランスはアルジェ リア国内の国際空港所在地にはすべ

てオフィスを有 しているので便利である｡その意味では,先に述べたU組の よ

うに ヨー ロッパ方面をすべてルフ ト- ソザに固定 して しま うよりは, プロジェ

ク トに応 じた航空会社を柔軟に選定す るほ うが結局業務は円滑に運ぶ0

現地国内での情報 フローについては,都市事務所は現場事務所のいわば触角

であって,海外か らの情報は私信を含めすべて都市事務所を経由 して現場事務

所に転送 され る｡ したがって両事務所の緊密な コンタク トは必須の要件であ り,

頻繁な電話連絡のほか, ｢アンナバ便｣ と称 して毎 日午前 と午後一度ずつの自

動車定期便が,現場事務所総務に よって運営 された｡その主な任務は現場 日本
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人の私信の手交 と電文の交換や,細々とした連絡である｡午前中の便は現地人

運転手が 1人で行な うこともある｡なに しろ手紙ひとつ出すにも郵便局で長蛇

の列をつ くらねばならないお国柄のこととて,現場総務が郵便発受業務をこな

す余裕はとてもない｡
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第 4章 AC02にみ る管理問題 と技術移転

第 1節 E]本型建設雇用関係の海外現場における問題点

日本のプラン ト輸出には,商社やエンジニア リング会社が元請け となるほか

に,K社のような機械 メーカーが下請けをもつタイプがある｡機械 メーカーが

元請け となる場合,鉄骨 ･土木 ･建屋関連工事においては,多層的なメイン ･

サブ方式による例が多い｡ こうしてできた企業体は,国内における大型 プラン

ト工事 と酷似 してお り, いわばこうした 日本型の現場が,海外にそのまま移入

された と見ることができる｡異なる点は,海外工事現場における異民族 との協

同が要請 される点である｡

先述 のように, 日本人のプロジェク ト要員の現地への輸送は, 日本出国前の

オ リエ ンテーション,旅券 ･ビザ ･航空券の取得,健康診断,手荷物 として携

行する資材 ･工具 ･生活用晶等の調達 ･輸送 とい う準備の手順を踏んで進めら

れる｡ しか し最 も難 しいのは, これ らの準備作業そのものよりも,人員の選抜

と適性の見極めであることは,関係者の等 しく認めるところであろ う｡ 日本 と

は全 く異なる風土の中で,異民族に囲まれて男所帯で何か月も過 ごす ことは,

かな りの精神的緊張を強いるものであ り, ましてサイ トマネジャーや各セクシ

ョンの長 ともなれば,負担は一層増大する｡海外工事においてはメンタルブレ

イ クダウンや神経性胃炎などを起 こして本国に送還 される例は少な くない｡

海外 プラン ト工事に派遣 される人員の適性において最 も重要なのは円満性で

あるが,それは上述のような緊張状態 とか な りのス トレスの 中では必須の要

件である｡現場ではどうしても動作や言葉遣 いが荒っぽ くな り,些細なことか

ら口論や対立が生 じがちになる｡ しか し,現地人 と日本人の間でのいさかいや

暴力沙汰は実際にはむ しろまれで,同国民同士でのケースが圧倒的に多い｡現
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地人の間でのもめごとは比較的処理 しやすいが, 日本人の間での暴力沙汰はと

きお りヒステ リックにエスカレー トして手のつけられない状態になることがあ

る｡外国人同士の喧嘩でも当然現地国司法の対象であ り,傷害事件 として憲兵

隊など司直の介入を招 きでもすれば,総務班のみならず各部局にもかな りの精

神的 ･実際的負担を強いることになる｡ひとたび現地入 りした要員を送還する

のは,手続 きが煩雑で コス トもかかるのであるか ら,本国では,以前に起きた

人間関係の トラブルを詳細に記録検討 し,人員選抜やオ リエ ンテーションのプ

ログラムを改善することが肝要 と思われる｡そこでオ リエンテーションが実際

にどのように行なわれているかを検討 しよう｡

いま筆者の手元には,本稿の事例 として取 り上げた船舶 ･重機械総合 メーカ

ー大手 K社が作成 したプロジェク ト関係者向けマニュアルが 2冊ある｡ひとつ

は鉄鋼 プラン ト用,他のひとつはセメン トプラソ ト用で, いずれ も北アフリカ

のアルジェ リア民主人民共和国に赴 く人員用にまとめ られた小冊子である｡ こ

の うち本稿の事例であるアンナバ市郊外の鉄鋼 プラン ト用マニュアルの内容別

構成を行数でみると以下のようになる｡

は しがき

1渡航手続 き

2渡航前の身のまわ りの準備-----･･ 41行,イラス ト1葉

3日本出国～ アルジェリア入国まで- 244行, 出入国カー ド記入要領

図 5葉,イラス ト8葉,空港案内

図 5葉

4アルジェリアとい う国･--･･--･･･- 73行

5アンナバ とはどんな衝---･･･-- 80行

6生活環境

7健康管理

8特別注意事項---････--- -- ･･･- 70行

-36-



9連絡方法 (ア ドレス一覧 )-･･--約 200行

簡単 なフランス単語集-----･--･ 24行

計 約 990行 (B5判 58ページ )

興味深いのは渡航そのものに関す る記述が, ｢渡航手続 き｣, ｢身のまわ り

の準備｣, ｢日本出国～ アルジェ リア入国まで｣で計 361行,全休の 3分の

1強を占めている点である｡ これ らの記述は,現地にもち込む所持品を リス ト

した第 2章 の ｢身のまわ りの準備｣を除 き, はかの海外観光旅行案内とほ とん

ど変わ らない｡一方,現場における労務管理上必要なノウ- ウは ｢特別注意事

項｣ として列記 されてはいるものの,全行数の 10%をはるかに下回る分量で

しかない｡

このような, いわば一般的な海外旅行についての記載が長 くなる理由として

は, プラン ト大手 K社 といえども海外に慣れた人員があま り多 くはいないこと,

またた とえ海外 プラン ト経験者であっても北 アフリカは初めてとい う人間が大

部分であること, などが挙げ られ る｡ また製鉄 プラン トの場合,本 ケース (A

C02)がK社製鉄部門のアルジェ リアにおける二つめの受注であるために,

ノウ- ウがなお不足気味 とい う事情 もある｡ただ しセメン トは同社ではすでに

数か所の実績があるため,現地国での注意事項についてはセメン ト事業部が知

識を供与 した ようである｡

問題は, これ らのマニュアルの趣 旨がK社 グループ社員にはゆきわたっても,

協力会社 ない しその下請会社に所属するプロジェク ト参加作業員には必ず しも

徹底 されない点である｡ 出国前のオ リエ ンテーションは, これ らの作業員に対

しては, 1時間程度で済 ませた り,時間に余裕がなければ皆無 とい う場合す ら

少な くない｡ しか しオ リエ ンテー ションが最 も必要なのは, これ ら現場の第-

線に立つ作業員であることは論をまつ まい｡

一次下請企業などにおいて,受注 プロジェク ト別のマニュアルをわ ざわ ざ作

成す るイ ンセンティブはないと思われる以上, K社のような元請企業は,単に

同社 グループ社員用 としてのマニュアルを作成す るのではな く, プロジェク ト
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ごとの全参加人員を対象 としたものを準備するべきであろ う｡ 日本人従業員が

原因となって発生する トラブルの多 くは, 日本出国前のオ リエンテーションの

不備による｡ さらに,オ リエンテーションは何 もマニュアルの配布を もって事

足 りるわけではな く,視聴覚政器や経験者による簡単なプレゼンテーションな

どを織 り込んだ, より総合的 ･効果的な方式の開発が望 まれる｡それは,個々

の企業-の ロイヤルティよりも, プロジェク トへの ロイヤルティが強 く要求 さ

れる海外工事においては必須のプロセスなのである｡

先述のように,海外 プラン ト工事のい くつかにおいては, 日本特有の建設業

雇用関係が見 られ る｡ 日本型現場のひとつの特色 として,非常に階層性の高い

下請け構造がある｡すなわち元請企業 と一次下請企業の要員は確認できるもの

の,それ以下になると下請けの関係が錯雑にな り,本当のところはどの企業の

社員なのか分か らな くなって くる｡ AC02の場合,幾 つか の限 られ た協 力

企業を除 き,対外的には全員がK社の社員 として行動することがK社によって

要請 された｡同 じような要請は下請けの各段階でもなされているものと思われ,

ついにプロジェク ト-の参加企業 として名を記録にとどめないものは数多い｡

日本型現場 の も うひ とつ特徴的なのが作業員 ギャングとでも呼ぶべ きグル

ープの存在である｡ これは,親方-熟練工-見習がひ とつのグループになって

いるもので, 日本では現場から現場を渡 り歩いてお り,海外-行 く場合 もグル

ープ単位で契約する｡ こうしたギャングは,小は数名か ら大は 20名 くらいま

でさまざまの規模のものがあ り, これ らに属 しない一匹狼的な ｢渡 り職人｣ た

ちと対照をなす｡ しか し渡 り職人の数は海外ではあまり多 くない｡

これ らのギャソグはユニッ トとして遇す る必要があ り,彼 らを分散 させ よう

とすると強い抵抗にあ う｡彼 らは, プロジェク ト-の ロイヤルティや直接にグ

ループを雇用 している企業-の ロイヤルティよりも,親方あるいはグループへ

の ロイヤルティが猛烈に強い｡ただ,作業の分担や作業能率の高さは 目をみは

るものがあ り,仲間 うちではちょっとした身振 りや 目配せだけで意思を伝えあ

うことができる｡ また親方の命令は絶対であ り,他のギャング構成員 と険悪に

なっても,双方の親方がやめろといいさえすれば口論はぴた りと止む｡ しか し
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このようなグループは海外工事においては,幾つかの弱点を露呈することがあ

る｡

第一の問題点は, グループ-の帰属意識が強すぎて,構成員をバ ラバ ラにす

ると集団のときのような能力を個 々では発揮できないことである｡特定の集団

行動に慣れ きっているため,熟練工を独立 させて,その補助 として現地作業員

をつけてやっても, うまく彼 らを使いこなす ことができない｡逆に, ギャング

をそのままに して現地作業員を加えると,今度はその作業員はすることがな く

て暇をもて余すか,あるいは 日本人ギャングの中で孤立 して軽い被害妄想気味

になる｡現地人 との恒常的接触が 日本人にとりかな りのス トレスを伴 うのと同

様に,現地人にとっても日本人作業員に立ちまじって労働することは精神的緊

張を要求する経験であるが, この点は見落 とされがちである｡一般に日本人は,

東南アジア農村部の人間と同様にギャング単位での行動や就労において非常に

よく訓練 されているが, アルジェ リアあるいはひろくアラブ諸国の場合,現地

労働者は個人単位の就労の意識 しかない｡

このように,集団行動に特化 した 日本人労働者 と,個人行動 しか とれない現

地労働者がひとつの労働 ミックスを形成 してお り,両者の文化背景は極端に異

なるうえに,意思疎通手段はほとんどないに等 しい｡ この労働 ミックスをいか

に管理するかが,海外のプラソ ト工事現場においては最大の労務管理問題であ

る｡

そこでそのノウ-ウだが, まず数の うえでは両者同数 ぐらいになるのが望 ま

しく, また 日本人一現地人ペアの総数は最大でも5人程度に抑えるべきであろ

う｡注意を惹 くためにアラブ人作業員をつついて激怒 させるといった,文化の

相違による トラブルが, 日本人が 1人 しかいないベアや, 日本人が人数で圧倒

的に優勢な場合には起 こりがちである｡現地作業員を うまく使いこなす 日本人

には,性格的適性や経験度のはかに年齢的な要素が必要 らしく, 日本人ボスが

30歳代以下では, いかに現場経験が豊富でもまず無理である｡ 40歳代後半 く･

らいの日本人 1- 2名 と, 20歳代前半に達 していない現地作業員,できれば

10歳代の非熟練工 1- 2名 とい うペアが最 もうまくゆ くようだ｡
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日本人ギャングの第二の問題点は, ギャング同士の対立がひとたび決定的に

なると,流血沙汰を避け られな くなることがある点である｡ こうなると現場総

務班ではいかんともし難い｡ こうした 日本人同士の喧嘩を仲裁できるのはサイ

トマネジャーでも下請企業のマネジャーでもない｡ギャングの親方だけが頼 り

であ り,親方同士が反 目すると全 く手のつけ ようがな くなる｡ しか しこのよう

なケースは極めてまれで,親方 として一団を統率する人物はやは り-廉の見識

をもっているものである｡ただ しギャング同士の反 目は,残念なが ら, 日本の

国内,海外を問わず, どの現場でも必ず起 きるものと思わねばならない｡ した

がって,親方たちの意見を聴取 して早めに先手を打ち,反 目がエスカレー トしな

い うちに作業場を引き離 した り,宿舎の棟を別にするなどの配慮をすることが

重要である｡

また,現場要員に付随するもうひとつの問題が,労働 ビザの取得である｡一

般に日本人の就労資格問題の扱いは, プラン ト建設たると恒常的海外進出たる

とを問わず,事業の大 きな阻害要因にな り得 る｡ カン トリー リスク要田として

｢外国人の就労制限 ･現地人採用の強制｣を挙げる日本企業は約 3分の 1を超

ぇ去9.)
外国人の就労制限 と現地人採用の強制は表裏の関係にあ り, どの国でも多少

は見 られることではあるが,潜在失業者を大量に抱える一方, ナショナ リズム

の波の中で経済的 ･技術的 自立を叫ぶ発展途上国ではことに顕著である｡本ケ

ースでも溶接工,塗装工,鉄骨組立工,配管工などの職種で労働 ビザを取得す

ることは,彼我の技能 レベルの明白な差にもかかわ らず,非常に難 しかった｡

問題な くビザを取得できるのは特殊大型機械オペ レータ,据え付け機器専門家,

スーパーバイザー,通訳 くらいのものであ り, これ らも最初の入国期間中に労

働 ビザが発給 される例はまずない｡ したがって, 日本 で最初 に取 得 した観光

ビザが切れ る頃に (日本では労働 ビザは事実上取得できない ),一度出国 して

か ら再入国の手続 きを踏 まねばならないのであって, ここに地域 センター設置

の必要性が生 じるわけである｡

また, ビザ申請手続 きは,入国管理,労働基準,警察など複数の現地公共機
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関 とのコンタク ト･折衝を要するため,現場事務所の手には余 るものであ り,

都市事務所がこの機能を果たさねばならない｡ いずれに しろ,労働 ビザについ

ては国籍別 ･職種別のクォータが定められているものと思われ,ある程度の人

員は観光 ビザのままで就労せざるを得ない｡ したがって工事の ピーク期間は季

節的制約に加え,観光 ビザ有効期間による制約 も受けるのであ り,労働力およ

び資材の短期集中投入の要請は一層強い｡そ してそのためには資材輸送 ･通関

プログラムの確実な実行が不可欠の要件である｡

第 2節 クロスカルチ ュラル ･エンプロイメン トに関する諸問題

本節では,海外工事に特有の諸問題の うち,現地人労働力雇用に伴い発生す

る最大の問題点である組合について述べる｡

現地労働力雇用に付随する諸問題については,国によりかな りの差があると

思わ九, い くつかの国に関 しては 日本労働協会が 『わが国海外進出企業の労働

問題 』シリーズとして詳 しくまとめてあるので,主にアルジェ リアの場合につ

いて述べたい｡ アルジェリアは よく知 られるように,人民解放戦線 (Frontde

Lib占rationNationale,略称 F.L.N.)一党独裁の社会主義捧制を しいてい

る｡そ して党の下部機関 (大衆動員機関 )の最大のものがアルジェ リア労働者

総連盟 (UnionG6n6raledesTravailleursAlg占riens,略称UGTA )であ

り,各企業別組合を統合的に指導する｡組合の役割についてアルジェ リア国家

憲章は次のように述べている｡ ｢組合は社会主義の学校であ り,労働者の政治

的文化的水準を向上 し,その技術的科学的技能を改善 し,労働者が企業の自主

的運営に参画 し得るべ く鹿能せねばならない｡ (中略 )私企業部門においては,

組合は,資本の横暴 と搾取の凡ゆる可能性に対抗 して,労働者の権利を断固と

して擁護する機関であ#o)｣

この記述 自酎 まさほど先釦ではないけれ ども,社会主義を標傍す る以上は労

働者組織による企業運営が正常な形態であるため,私企業 とくに外国資本に対

してはかな りの対決的姿勢を打ち出 してゆ くのがUGTAの基本方針であると
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考えられる｡ 1968年 6月 19日, ブ-メディエ ソヌ大統領がアルジェリア

閣僚を前に行なった演説は,外国資本に対するアルジェ リアの党 と政府の態度

を端的に示すものとして注 目される｡少々長いが引用すると以下のようである｡

｢我々はいかなる瞬間においても,収奪的な外国資本 と協力することはでき

ない｡ これ以外のすべての立場は貧困と窮乏につながるであろ う｡我々はこの

ことを高い代償により知 ったのであ り,それは外国資本が,我々が与えたさま

ざまの便宜 と保証にもかかわ らず,ついに搾取 と恐怖 とい う二大汚点をふるい

落 とせなかったためであった｡外国資本は,実際,我々のような社会主義体制

とともに働 くことを肯ん じ得ないのである｡ 〔中略 〕かかる経験に照 らすが故

に我々は,我 々の基本政策 目標 と草適も大枠に沿 う, フラソスのような外国パ

ー トナーとのみ協力するとい う厳 しい政策を樹立 したのである｡ 〔中略 〕

我々は我々自身 しかあてにならぬ ことを知 ったが故に, この政策に沿 うべ く

我 々の潜在能力 と手段を動員 したのである｡結局,外国資本は,祖国の経済を

収奪することを妨げるような明確な条件を付ければ,副次的な役割を果たすに

すぎなしや望｣

この時期はアルジェ リア産原油をめ ぐりエッソ, モー ビルなどの米英資本が

(ゲッティオイルを除 き )退却 し, フランス国営企業E.R.A.P.が参入する

ときにあたるため,文中の ｢外国資本｣は多分に石油関連資本の意味合いが強い

と思われる｡ しか し一般論 としての外国資本性悪説はOPEC急進派,第三世

界 グループ77の理論的 リーダーを自任 したブ-メディエソヌが最 も好んだ議

論であ り,現在でもその名残は強し年33

次にアルジェリアの労働組合の実際について略述す る｡

F.L.N.の地方組織は各企業についてフォロー してお り,現場における現

地雇用労働力がある程度の規模に達する (40名 くらい )と,突然 F.L.N.

地方幹部がやってきてアジ演説を始め, 2- 3日で組合を結成 して種 々の要求

を突 き付けて くる｡ い うまでもな く組合はひとつだけであ り, 日本 とは逆に組

合が政府機関であって企業は ｢収奪的外国資本｣ とみなされる｡雇用側は組合

に対 し事務什器一式の拠出と財政補助を義務づけられてお り,金融機関に組合
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用口座を開いて小切手の便を図ってやらねばならない｡組合委員長は選出され

ると労務を解かれ,解雇されないことが保証 されて しまうので,現場を巡回 し

た り宿舎を見回るなどして,現地人労働者の就労状態につきいろいろのクレー

ムをつけ始める｡それ らの要求は一般に非現実的で,現地法人を設立 しての本

格的進出ならば ともか く,資材難の中で猫の手 も借 りた くなるようなプラン ト

工事現場では時間的にも技術的にも無理なものが多い｡ ところが委員長のほ う

はUGTAあるいは党の地方組織の指令通 りに要求を提出 して くるため,彼 と

交渉 して も噂 があか ない｡非常に扱い難い状況が現出するわけであ り,現場

事務所総務班および所長のかな りの時間 と労力が対組合折衝に費やされる｡多

くの企業がカン トリー リスク要田に挙げるのはまことに故な しとしない｡ただ

アルジェ リアの場合には,全従業員の組合参加の原則はあま り徹底 していない

ようである｡特に総務関係人員や女性従業員は一般に現場用人員 とそ りが合わ

ぬ ことも手伝 って,組合に対 し必ず しも協力的ではなかった りする｡ したがっ

て使用者側のとるべ き対応策を列挙すると以下のようになるであろ う0

まず準備 としてはUGTA内部規約や労働関連法規の入手を図 り,入手 しだ

い早急に翻訳すること,そ して他の外国国籍企業における対組合戦術や労働争

議の実態を知 るなどの情報収集が必要である｡本ケースの場合,法規 ･規約に

ついては,組合結成 も間近 くなった頃に現地下請企業の海外パー トナーを通 じ

入手 し大慌てで翻訳 したが, このようなデータは本来は 日本の本社にファイル

されているべきであろ う｡法律網の変更がはなはだ しいため現地での入手 ･翻

訳を原則 とすることにも一理あるが,本国でのファイ リングと追跡調査により

変更事項の予測 もある程度 までほ可能になるはずなのであるから, これは不可

欠と思われる｡労働争議の実態や対組合戦術等については,労働者側の強力な

官僚的全国組織に対抗するためには,不断から他の外国企業 とスポーツやパー

ティ等を通 じ親善を深め,気脈を通 じてお くことが肝要である｡諸要求の優先

順位,委員長の権限,組合組織などについて情報を得るためにはこのチャンネ

ル しかないと考えて差 し支えない｡

組合の設立については, これを妨げることはできないのであるから,反企業
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的な人物が委員長に選出されないようにすることが考えられるが,言 うは易 く

行な うほ難い｡

ACO2プロジェク トの場合には,要注意人物 と目された現場作業員の試用

期間終了間際に組合が結 成 され,はた して彼が委員長になったため,多 くのコ

ンフリク トが発生 した｡結局 この委員長は組合費を使い込んで現場から姿を消

したのだが,事務所側に試用期間後の本契約を結ぶ意図のないことを察知 した

彼がUGTAに自分 自身を売 り込んだ形跡があった｡ また, UGTA側 も上記

のように,外国企業の場合には特に戦闘的な労働者を委員長に したがる傾向が

ある｡組合役員選出に先立って党の地方幹部が労働者を前に行なった演説は公

平なものではなかった とい う印象があるとい う｡

そこで対応策 としては,現地労働力が組合を設立 し得る規模 (20名程度 )

になった時点で,雇用企業側からUGTAな り党組織な りに連絡 して,む しろ

先手をとって組合を結成 させて しまうことが考えられる｡ この時点では総務,

運転,宿舎関係人員のほ うが現場要員 よりも多 く,一般に現場労働者のほ うが

教育水準が低 く交渉がや りに くい うえに,対決的姿勢が強いので, 日本企業側

としては,前者のグループが主導権を握 り得るうちに委員長を選出させて しま

うほ うが望ましいであろ う｡ しか しUGTAもこの点には注意 している節があ

り,先ん じて組合を結成 させ ようとしても,時期尚早 とみたためか企業側から

の接近には反応 しなかった｡ 他方現場労働者のほ うが不満は多 く結束 しやす く,

また最終的には人数の うえでも優位に立つわけであ り,組合体制が当初のまま

で推移する例はあま り見られないようである｡

興味深いことには,あま りに戦闘的な委員長は任期を全 うできない｡組合委

員長は一介の労務者が一躍党機関のお偉方に接近するチャンスであるため,そ

のポス トをめ ぐる暗闘はなかなかのものがあ り,加えて失業率の高いアルジェ

リアなどの場合,労働者の中にはあま りに好戦的な組合にはついていけぬ と考

える潜在的穏健派 も少な くないからである｡前述の委員長の場合 も結局は組合

内部穏健派か らの告発によってその座を追われた｡ とはいえ,委員長は組合内

部に対 してかな りの影響を及ぼ し得 る権限を有 しているようでもあ り,最初の
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人選に十分に注意す る必要に変わ りはない｡

ここで現地労働力の雇用 プロセスについて述べると,職業紹介所を経由す る

場合には,郡市事務所で書煩審査 と一次面接を行い,試用期間制度を説明 した

うえで仮契約書を と りかわ し,現場事務所 な り宿舎な りの職場に連れて くる｡

現場事務所へ直接職探 しにきたものに対 しては都市事務所-行かせ るわけであ

る｡そ して再び面接を行なって作業割 り当て し, 3週間程度の試用期間を経て

か ら本契約を行な う｡試用期間をパス しない場合には都市事務所で解雇を言い

渡すほ うが よい｡ なお労働契約書は絶対に必要であ り,相手が文盲 (フランス

語だか ら無理か らぬ ことではあるが, しか し完全な文盲 も多い )の際には,覗

地雇用の総務班員が説明す るなどして署名 させる｡初期の現場においてほ労働

契約書な しで雇用す る傾向があるようだが,遅かれ早かれ労働基準監督所の査

察があるものであ り,そのときになって初めて労働契約書を結ぼ うとすると大

部分の労働者が (契約書を読めぬ こともあって )不安にか られて署名を渋 り,

説得に苦労 させ られ ることになる｡本 ケースでは, 20名程度の署名を集める

のに 1週間 くらいかかった｡

労務管理については,総務班では現場における働 きぶ りがモニターできない｡

せいぜ いが出勤状況程度であるが,それ とても直接に現場に出勤する労働者の

ものはわか らない｡ さらに,実際にこれ らの労働者 と働 く日本人の大部分が下

請企業の人員であるため, これ らの作業班長に よる管理が主 体となる｡すなわ

ち出勤時刻 ･退出時刻は本人が記入 し, 日本人ボスが承認のサイ ンを記入す る｡

勤務一般についての紛争については一括 して元請総務班が扱 うことになる｡ ボ

スが こづいた とか,威嚇 した とか,現地人が指示に従わないといった ところが

典型的な トラブルで,時 と場所を選ばずア ド･ホックに発生す るため,総務に

とってはルーチ ンワー クを阻害 され る点で最大の業務撹乱要因になる｡頻度 も

高 く, 2- 3日に一度は現場事務所にもち込 まれて くる｡

もめ ごとを起 こすのは現地人でも日本人でも大 体きまっていて, こういった

トラブルメーカーを配置換え してもあま り効果はない｡ 日本人だった ら早めに

帰国させるべ きである｡現地人の場合は点数制度によ り解雇す る方法があるが,
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この場合は契約書にその旨を明記 してお くことが必要である｡ また解雇す る際

に組合の了承を得な くてほならないが,たいていの場合には両方にいい分があ

るため組合 との話 し合いは平 行線を辿 ることになる｡喧嘩両成敗 の原則を きび

しく適用 しない限 り, この ような摩擦を解決す る手段はない｡

給与については,現場事 務所で現地人労働者の出勤状況をまとめ,都市事務

所 で給与伝票を作成 し,金を入れて現場事務所で労働者に手交す る｡つ ま り給

与計算やそれに関す るクレームは都市事務所の管轄 とし, クレームの総数を こ

れによ り減 らすわけである｡それでも給料を払 った直後には多 くの質問や らク

レームが現場事務所の総務班にもち込 まれて くる｡その大部分は理由の判然 と

しない,ただ単に どこか計算が間違 っているのではないか とか,保険料が高い

とか,総額が少ないといった類のものであ り,午前中に給与を渡す と午後いっ

ぱいはその応対でつぶれ るため,夕刻に支払 うことに した ものである｡ ちなみ

に給料 日の翌 日は欠勤が多 くみ られた｡

また金銭の貸借についての観念には彼我の間に大 きな隔た りがあるようで,

貸 した金はまず返 ってこないと思わねばならない｡回教には ヒンズー教 と同様

に ｢バ クシー シ｣ とい う喜捨 の概念があ り,富者が貧者に金を恵むのはむ しろ

富者 の功徳になるとされ る｡ 日本人は貸 した と考えても現地人はそ うは思わな

い場合には,給料 日の前後に トラブルが起 きることがある｡

さらに, アラブ諸国特有の阻害要田 として, ラマダン(断食 )が挙げ られ る｡

1983年 もそ うであったが, ラマダンの開始 日はその直前 まで不明なのが普

通である｡ ラマダンに入 るとイスラム教徒は, 日中は一切の食物,水,煙草を

とらぬかわ りに,夜 8時頃か ら明け方近 くまで延 々とにぎやかに飲み食 いす る｡

ラマダンは宗教的修行であるとともに,一方では夏の夜のお祭 りのような側面

があ り, 日中に働かないのは断食のせいとい うよりはむ しろ,夜更か しの疲れ

に よるのではないか とさえ思われた｡ とはいえラマダン期間中,特に夕方は苛 々

している現地人が多いため, その前では喫煙 した り飲食 した りしないほ うが よ

い｡

いずれに しろラマダン期間中の不確実 さと作業能率の低下は,直雇 いの作業
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員のみならず,下請現地企業の稼働量の極端な落ち込み と通関 ･搬送業務の停

滞を招 くため,工程 の作成 と消化の うえでぜひ考慮すべ き要田である｡ また経

済活動一般 も縮小するため,調達業務 も大 きな影響を被ることにな り, 日本人

作業員 の士気 も低下 しやすい｡

ただ事か不幸か,バイヤー側 もこの時期は元気がないため, あま りクレーム

はつかない し, ラマダンに よる作業能率の低下には理解を示す ものの ようであ

る｡ なおイスラム教徒は よく知 られ るように, 日に 5回ほ どメッカの方角に向

かってお祈 りす るが, これは時間 もかか らない し,人 目にはつかないように気

を配 るので作業の邪魔になることは少ない｡真っ暗なケーブル トンネルの中 と

か,廊下 の隅で うめ き声の ようなものが聞 こえて驚かされ ることがあるが, 日

本人がす ぐそばにいてもお祈 りの間は無視す るようである｡信心の度合いは国

に よっても個人に よっても異な り,一般に北 アフ リカではペルシャ湾岸に比べ

宗教心に乏 しく, また年配の人ほ ど信心深い｡

ところで,海外 プラン ト輸出工事の人員構成で特徴的なのは通訳の存在であ

る｡通訳はその経歴か らも専門か らも,ついに所謂 ｢現場星｣ ではないわけで,

メンタ リティの全 く異なる人間であ りなが ら,あ らゆる意思疎通においてかな

り重要な役割を果たすため,技術者 たちにとってはフラス トレーションの種 に な

りかねない｡一方通訳は,上は トップレベルの契約交渉か ら下は現場の溶接作

業の指示に至 るまで, さまざまな場に立 ち会 う機会を もち得 るため, ある意味

では現場の全体を見 ることのできる立場にある｡ もちろんある程度の機能分担

は通訳 グルー プの間であるに しても,通訳は現場にあ りなが ら専門化を免れ る

唯一 の技能職 であるといっても過言ではない｡ したがって有用な ｢目｣ となる

かわ りに,やや もすれば独走 しかねない危険性をは らんでいる｡

特に総務の場合,現地労働者 の クレーム処理,対組合交渉,物資買い付けな

どでは通訳が実質的にかな りの決定を しなければならない｡ とはいえ現場に関

してはずぶの素人なのであるか ら,人選には慎重を期す る必要がある｡/くりで

募集 ･採用 した場合などには, ある意味で非常に 日本人的な社会である現場の

雰囲気にはな じめない例があった｡通訳は職務の性格上, こうも りのような立
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場に置かれ るのであるか ら,何 よりも日本人たちとうまくやってゆけなければな

らない｡ したがって性格かそれ とも語学力かで選択す るならば, 間違 いな く性

格を重視すべ きである｡年齢については,経験不足 でも若いほ うが環境-の適

応力に優れ,誰でも通訳を績みやすい し, メンタルブ レイ クダウンも少ない｡

第 3節 プラン ト輸出における企業課題 と技術移転

本稿では プラン ト輸 出に伴 うカン トリー リス ク, ロジスティクス,幾つかの

阻害要田 と総務の役割を中心に粗述を試みた｡ これ まで述べてきた現場事務所

と都市事務所の職掌分担か らも推察 され るように,両者の関係は必ず しも円滑

にはゆかない｡本 ケースの場合,都市事務所は現場のサポー ト組織ではあって

も下部組織ではないため, ときには両者の関係は営業 と工場のような様相を呈

した｡現場事務所については,各セ クション間の対立に加え, 他民族 との 日常

的接触 と協 同などさまざまの要因 と課題があ り,そのマネージングは極めて難

しい｡

次いで,本 ケースを もとに して, プラン ト輸出企業の課題 として考えられ る

べ き点をい くつか列挙 したい｡

第-にK社の ような大手 プラン トメーカーのメイ ン ･サブ方式すなわち協刀

企業の利用にあた っては,下請け人員を含めた 日本出国前のオ リエ ンテー ショ

ン方法に改善 の余地 のあることが挙げ られ る｡最 も異民族 と協同せねばならな

い下請け人員の選抜 ･オ リエ ンテー ションの過程においてほ,協力企業に任せ

き りにせず,元請総務が クロスカルチュラル ･コンフリク トの解決にあたる以

上は,やは り元請企業が積極的に参画す るべ きであると思われ る｡

第二に, アルジェ リア特有の問題点 として現地 シビル国営企業群の管理 とコ

ーディネー トをいかに行な うかが大 きな課題 として残 る｡ また慢性的な物資不

足状態の中で資材の現地国内調達条項をいかに満たすか とい う点や,通関をい

かにスムーズに処理す るかのノウ- ウも必要 となる｡現場においてほ, 日本型

建設雇用関係の移入に際 し,全 く異なる文化背景 と行動様式を もつ現地労働者
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を, 日本人労働者 といかに協調 させ, コンフ リク トを回避 して効率 よく管理す

るかが問題である｡

第三に,本件のようなフルター ンキー形式に特有の リス クをいかに回避す る

かが重要である｡ この リス クは,規格の突然の変更に始 ま り,資材輸送時に頻

発する突発的 トラブルや, ホス ト国内調達義務条項に伴 う資材入手難などに よ

って,工事の完成が大幅に遅延す ることか らもた らされ るところが大 きい｡

日本で組み立て,現地では据 え付け工事 しか必要 としないため リスク回避の

切 り札 とされ るモジュール工法や IPS(イ ンダス トリアル ･プラッ トフォー

ム ･システム )工法については文中では触れなかった｡ただ, これ らの工法の

場合,発展途上国の開発援助 とい う観点か らみれば,現地へのノウ- ウ供与が

あま りに少ないことが,将来には問題になるのではないか と懸念 され ることを

述べ るに とどめたい｡

第四に,企業の組織編成上の問題 としては,ACO2現場事務所にみ られ る

ように,本社の位階構造に とらわれ ることな く,能力や分野に応 じたプロジェ

ク ト･チームを編成 し得 るか否かが,現地工事の成否を大 きく左右す る｡ また

総務 とサイ トマネジャーの関係,通訳の人選 も大 きな要因 として注意 しなけれ

ばならない｡

現地事務所の組織上すなわち-ー ドにおいては,意思決定参画者の数を最小

限に抑制す る必要があ り, ソフ トの面ではサイ トマネジャーのパー ソナ リティ

が大 きく作用する｡総務班は ソフ ト面でのチームワー クが最 も強 く要請 され る

スタッフ部門であるため,やは り規模を小 さくして数名内外にとどめ,かつで

きるだけいろいろのパー ソナ リティを集めるのが望 ましい｡総務班は上述のよ

うに,人員が少な く,かつ業務が広範にわたるため, 1人当た り水平的職務負

荷が大 きく,かつ分権的にならざるを得ないか らである｡

またサイ トマネジャーと総務班の間の コミュニケーションは密接でなければ

ならない｡本 プロジェク トの場合には,サイ トマネジャーが 日本で長 く勤務 し

てきた工場の, いわば子飼 いの庶務担当者をそろえたため,両者の関係は極め

てスムーズであった｡一方, ライ ン部門要員であっても総務の適性を示 した人
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物が総務班員 として再入国 し,活躍 した例があるなど,総務班の編成には十分

な柔軟性を保持することも肝要である｡総務は衣食住に関 し広範な職務を遂行

するスタッフ部門であるが故に,班内での コンフリク トは他の全セクションに

直接的な悪影響を及ぼす｡

最後に問題になるのは,以上のようなマネージソグの諸問題が比較的 うまく

処理 された としても, なおかつ結果的には不採算に終わるプロジェク トが,か

な り発生することである｡本件AC02は 1981年 9月に予定通 りバイヤー

-の引き渡 しを完了 し,黒字 プロジェク トとしてK社の社長賞を得たが, これ

はむ しろ例外的であ り,赤字 プロジェク トの数は多い｡ この種のプロジェク ト

は思わぬ ところで費用が発生 し,見積 も り段階では十分に黒字を見込めたもの

が,結果的には不採算になる｡それは次のような ｢予期せぬ費用｣の発生に起

因するところが大 きい｡

1) ホス ト国の政治的状況によっては,資材輸送時に,予想できないほど

の遅延が発生 し,配船 コス トや保管 コス トがかさむ｡

2)現地国の協力企業のパフォーマンスが工事終了間際になって急速に落

ちるため引き渡 しが遅れ,発注者側からペナルティが科せ られる一方,現場維

持のためのコス トがかさむ｡当然, この期間の金利 コス トも問題 となる｡

3) 現地の雇用関係の状況によっては,現地人雇用者のための種 々の福利

厚生施設の整備を余儀な くされる場合があるため,その建設 コス トが必要に

なる｡

4) 現地国での資材調達が思 うように運ばず,結局は当初の調達予想費用

を上回るコス トが,国内での資材調達義務条項に関 し発生する｡

5) 現地において,熟練労働者が少ないため,作業の不手際による資材損

傷が多く,その補充に多 くのコス トと時間を必要 とする｡

6) 現地国経済の状況によっては,現地通貨で支払われる工事代金の部分

の実勢価値が大幅に下落 し,現地での資材調達 コス トが増加 して しまう｡

7) 工事代金の多 くが,比較的に不安定な通貨で支払われる場合,為替 レ

ー トの変動によって,実質の工事価格が低下 して しまい,収入が減少する場
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合がある｡

この ように,海外 プロジェク トでは事前に予期 し得ぬ要因に よるコス トの増

大が避け られないが, これ らの要因に対 して一般的な方法によって完全な対策

を講 じようとす ることには無理がある｡ プロジェク トの各段階において,肌理

細か くコス トダウンの努力を積み重ねることのみが, その採算性の向上をもた

らすのである｡ ここでも日本国内での場合 と同様にTQC的発想に よるコス ト

管理の必要性が存在す る｡ しか し,多 くの企業が混在す る現地の工事現場にお

いては,現場の 日々の コーディネー トが重視 され, コス トはなおざ りにされ る

傾向がある｡それに加えて,不確定要因の多い発展途上国,それ もアルジェ リ

アのようなきび しい社会主義体制下において,成熟 し安定 した社会体制のもと

で発展 してきたTQC等の手法はいまだな じまない面が強 く,その性急な適用

は,む しろかえって新たな コンフリク トの種にな りかねない恐れす ら宿 してい

る｡他方, いまや輸出の花形 となったプラン ト産業には急速なノウノ､クの蓄積

が進んできてお り,単なる日本型の現場の海外-の移入か ら, より革新的なプ

ラン ト建設の形態を模索 し始めている段階に達 しているように思われ る｡

技術移転 とい う点か らみれば, プラン ト輸出の場合,非常に多 くの側面か ら

さまざまの技術が移転 され る｡第一に, プラン トそのものがあ り, これはサ プ

ライヤーが工事を完了 しさえすれば,設備が現地国内に存在す ることにな り,

その効果は大 きい｡た とえそのプラン トが, ホス ト国側が当初に計画 した通 り

のパ フォーマ ンスを達成できない場合や, あるいは現地 オペ レータに よる操業

がなかなか軌道 に乗 らない場合であっても,少な くとも技術教育の役には立つ｡

また,戦争や大事故 といった突発的な外因のない限 りは,十分な時間 と訓練を

費やす ことに よ り,操業率は徐 々に上昇す るのが普通である｡ しか しこのよう

な-- ド面での利点は IPS工法でも同様である｡

現地組み立 て方式においてほ,上述の利点に加え,現場での 日本人作業員か

ら現地作業員-の技術移転がかな り見 られ,筆者はこの点を特に高 く評価 した

い｡一般に発展途上国では技術教育面での施設が整備 されてお らず,溶接,醍

管,種 々の才幾械操作や工具の取 り扱いなどの基礎的な技術向上に関 しては もっ
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ば ら所謂 "learningby doing "に頼 るしかないのが実情である｡ これ らの国

国の技術者は,エ リー トとして国外留学 の経験を もち,原理的な側面や, ある

いはかな り高度なシステムのマネージソグなどにおいては遜色ないものの,中

･下級技術者の不足はおお うべ くもない｡そ してこの点が発展途上国の技術面

での離陸を阻んでいるひ とつの大 きな原因である｡

本 ケースにおいては,現地人労働者 の中でも, 日本人に立 ちま じって働 くこ

とを通 じて,溶接や足場組み立てなどの基礎技術に格段の進歩を遂げた者がかな り

見 られた｡一般に, 10歳代の若い作業員のほ うが呑み込みが早 いようである｡

また, 日本人作業員は,西欧系の技術者に比べてエ リー ト意識が薄 く,現地人

作業員に自己の技術を教えることに非常に熱心である｡それは,彼 ら自身が,

見 よう見 まねを通 じて技能を習得す るとい う, 日本の技術教育に特徴的なプロ

セスを経ているか らにはかならない｡

また,企業 レベルにおいても,現地 企 業 の 中 には, 西欧企 業の経営方式を

そのまま適用 しているために,現場人員を軽視 し, マネジメン ト部門を過大に

評価す るなど,幾つかの問題点がみ られ る場合がある｡ これ らの企業が, 日本

企業 との絶えざる接触を通 じ,大部屋方式や現場人員の重視な ど,有形無形の

所謂 日本式経営 ノウ- ウを 目のあた りにす る機会を居なが らに して得 ることが

できる点 も重要だ と思われ る｡ もちろん, 日本式経営のすべてが発展途上国に

とって有用なものであるとはいえないが,少な くとも,西欧諸国 とは全 く異な

る風土の中で発展 してきた経営 ･管理形態を発 展途上国の多 くの人 々に提示す

るとい う意義は小 さくない｡個人 レベル,企業 レベルにおける密接 な協同 と接

触 の機会を提供するとい う点において,現地組み立 て式のプラン ト工事が技術

移転に果 たす役割は非常に大 きいのである｡

(本稿の作成にあたり信州大学経済学部大谷毅教授,荒井良雄助教授,東京大学教養学

部内藤正典助手にお世話になった｡ACO2関係者の皆様にはお礼の言葉もない気持ちで

ある｡)
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注

(1) 南北問題に対する私企業の観点をまとめたものとしてほ,アメリカ合衆国国際商業審議

会がまとめた"North-South:ABusinessViewpoint〝, UnitedStatesCouncil

forInternationalBusiness,NewYork,n.d.,がある.この 172ページの小冊

子の題自体が,南北問題に対する企業のスタンスを端的に示 している｡

(2) 桜井雅夫 『カントリー･リスク 海外取引の危険にどう対処するか』,有斐閣選書,有斐

閣,1982,p.40.

(3) Ibid.,p.42.

(4) PHP研究所編 『THE DATA FILE 1983 現代の動きを読む情報データ集 』

PHP研究所,1983,p.214,表 11｢海外進出に必要な経営資源 ｣による｡

(5) 桜井,op.°it.,p. 86.

(6) 本ケースではCTCが図面承認業務をアルジェリア国内で行なったが,場合によっては

コンサルタントの本籍国に図面を送付 して承認を得なければならない例もある｡たとえ

ば,マレーシアにおける丸紅 ･日本工営 グループによるテメソゴール送電線プロジェク

トにおいては,基礎測量図をイギ リスに送った｡ e∫.中島浩｢テメソゴール送電線プ

ロジェクト マレー半島における大型送電線工事 ｣,日本工営株式会社 『業務紹介』,

n･d･,p■･ 12below･

(7) K.M.Cleaver,"TheAgriculturalDevelopmentExperienceofAlgeria,

Morocco,andTunisia:AComparisonofStrategiesforGrowth".world

Bankstaffworkingpapers,No･552IWashingtonI1982Ipp･7-13･

(8) アルジェリアの農業問題については,Cleaver, ibid.のほかに,官治一雄 『アルジ

ェリア社会主義と自主管理農場』,アジア経済研究所,No.267, 1978,を参

照されたい｡

(9) 桜井,op･eit･,pp･42-43の日本公社債研究所アンケー ト調査結果による｡

uo) 恥ontdeLib占rationNationale,"CharteNationale1976",R.A.D.P.,

P.50above.
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